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平成２６年第３回砂川市議会定例会

平成２６年９月１０日（水曜日）第３号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 一般質問

日程第 ２ 議案第 ７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第 ３ 議案第 ８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て

日程第 ４ 議案第 ９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求め

ることについて

日程第 ５ 議案第１０号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて

日程第 ６ 議案第１１号 平成２５年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについ

て

議案第１２号 平成２５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求め

ることについて

議案第１３号 平成２５年度砂川市下水道事業特別会計決算の認定を求める

ことについて

議案第１４号 平成２５年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めるこ

とについて

議案第１５号 平成２５年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求

めることについて

議案第１６号 平成２５年度砂川市病院事業会計決算の認定を求めることに

ついて

日程第 ７ 報告第 １号 平成２５年度砂川市健全化判断比率の報告について

日程第 ８ 報告第 ２号 平成２５年度砂川市下水道事業の資金不足比率の報告につい

て

報告第 ３号 平成２５年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告について

日程第 ９ 報告第 ４号 監査報告

報告第 ５号 例月出納検査報告

日程第１０ 意見案第１号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見

書について

意見案第２号 平成２７年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める意

見書について
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意見案第３号 集団的自衛権の行使に関し、国会論議や国民合意に基づき慎

重に審議することを求める意見書について

意見案第４号 「手話言語法」の制定を求める意見書について

閉会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 一般質問

沢 田 広 志 君

小 黒 弘 君

日程第 ２ 議案第 ７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第 ３ 議案第 ８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て

日程第 ４ 議案第 ９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認を求め

ることについて

日程第 ５ 議案第１０号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて

日程第 ６ 議案第１１号 平成２５年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについ

て

議案第１２号 平成２５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求め

ることについて

議案第１３号 平成２５年度砂川市下水道事業特別会計決算の認定を求める

ことについて

議案第１４号 平成２５年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めるこ

とについて

議案第１５号 平成２５年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求

めることについて

議案第１６号 平成２５年度砂川市病院事業会計決算の認定を求めることに

ついて

日程第 ７ 報告第 １号 平成２５年度砂川市健全化判断比率の報告について

日程第 ８ 報告第 ２号 平成２５年度砂川市下水道事業の資金不足比率の報告につい

て

報告第 ３号 平成２５年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告について

日程第 ９ 報告第 ４号 監査報告

報告第 ５号 例月出納検査報告

日程第１０ 意見案第１号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見
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書について

意見案第２号 平成２７年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める意

見書について

意見案第３号 集団的自衛権の行使に関し、国会論議や国民合意に基づき慎

重に審議することを求める意見書について

意見案第４号 「手話言語法」の制定を求める意見書について

〇出席議員（１３名）

議 長 東 英 男 君 副議長 飯 澤 明 彦 君

議 員 一ノ瀬 弘 昭 君 議 員 増 山 裕 司 君

増 井 浩 一 君 水 島 美喜子 君

多比良 和 伸 君 土 田 政 己 君

小 黒 弘 君 北 谷 文 夫 君

尾 崎 静 夫 君 沢 田 広 志 君

辻 勲 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会委員長 中 村 吉 宏

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭

砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 渡 邊 勝 郎

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 角 丸 誠 一

病 院 事 業 管 理 者 小 熊 豊

総 務 部 長
湯 浅 克 己

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 高 橋 豊

経 済 部 長 佐 藤 進

経 済 部 審 議 監 田 伏 清 巳

建 設 部 長 古 木 信 繁

建 設 部 技 監 山 梨 政 己
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病 院 事 務 局 長 氏 家 実

総 務 課 長 安 田 貢

政 策 調 整 課 長 熊 崎 一 弘

３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 長 井 上 克 也

教 育 次 長 和 泉 肇

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 局 長 中 出 利 明

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 湯 浅 克 己

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 佐 藤 進

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 河 端 一 寿

事 務 局 次 長 高 橋 伸 二

事 務 局 主 幹 佐 々 木 純 人

事 務 局 係 長 杉 村 有 美
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 東 英男君 ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 東 英男君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

沢田広志議員。

〇沢田広志議員 （登壇） おはようございます。それでは、通告に基づいて一般質問を

してまいります。大きく２点についての一般質問であります。

大きな１点目として、介護保険制度の取り組みについて。市は、３月定例議会での平成

２６年度市政執行方針の中で、介護保険制度の充実につきましては急速に高齢化が進行す

る中、介護保険制度の安定的な運営を図るとともに、介護、医療、予防、住まい、生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向け、平成２７年度を初年度とす

る「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定してまいりますと述べ

られました。今年度も半年が経過し、現在どのような取り組みがされているのか、次のと

おり伺います。

（１）、地域包括ケアシステム構築へ向けた取り組みの状況について。

（２）、「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定に向けた取り

組み状況について。

続いて、大きな２点目であります。生活困窮者自立支援制度についてであります。生活

困窮者自立支援制度は、失業や病気などで生活に困窮する方に対しその困窮の程度に応じ

て必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活保障をするとともに、自立を助長す

る生活保護の手前に新たな安全網をつくり、早い時期に自立を促すことを目指して平成２

５年に成立した生活困窮者自立支援法に基づき平成２７年４月から施行される制度であり

ます。福祉事務所がある自治体が実施主体となり、相談窓口の設置が義務づけられており

ます。来年度からの実施に当たり、どのような対応を考え、そしてどのようにして取り組

みをしていくのか伺います。

以上、１回目の質問といたします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 順次ご答弁申し上げます。

初めに、大きな１の（１）、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み状況について

ご答弁申し上げます。日本における６５歳以上の高齢化率は、２０２５年には３０％を超

えると予測されており、今まで経験したことのない超高齢化社会が加速度的に進んでいま
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す。このことから、高齢者対策は喫緊の課題であります。国は、社会保障と税の一体改革

により医療と介護サービスの提供体制を改革し、一体的な制度の構築を図ることとしてお

り、社会保障制度を持続可能とするため、高齢者が要介護状態になっても住みなれた地域

で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい、医療、介護、

予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めております。地

域包括ケアシステムのイメージとしましては、安心して暮らすことのできる住まいの確保、

かかりつけ医や地域の医療機関の連携による在宅医療の推進、訪問看護や訪問介護、通所

介護などの在宅系の介護サービスの充実、地域の町内会活動や見守り、いきいき活動など、

地域での生活支援や介護予防の取り組みなどを一体的かつ切れ目のないシステムとして構

築することであります。このシステムを円滑にコーディネートするために、地域包括支援

センターとケアマネジャーの調整能力が必要とされています。具体的に在宅医療、在宅介

護を進めるための施策の検討や専門職の連携を図るために、平成２５年１１月には市立病

院の小熊事業管理者の発案により「地域で在宅介護ケアを考える会」を立ち上げ、本年７

月までに３回開催しております。現在は、考える会として迅速に在宅医療への推進を図る

ため専門の部会を設置し、より具体的にスピード感を持って協議を進めているところであ

ります。また、市、市立病院、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、ケアマネ

ジャーなどで構成している地域ケア会議におきましても、平成２５年９月からは在宅医療

の推進のための専門職の連携方法等を議題に会議を開催しているところであります。医療

と介護連携の具体的な動きとして、医療として市立病院では地域包括ケア病棟開設に向け

た準備を進めており、介護部門では２４時間の訪問介護看護、小規模多機能居宅介護施設、

特別養護老人ホームの充実について検討しているところであります。現在平成２７年度を

初年度とする「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定作業中であ

り、本第６期計画には２０２５年までの将来を見据えて、地域包括ケアシステムの構築に

ついて計画の中に具体的展望を取り込めるよう作業を行っているところであります。

続きまして、（２）、「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定

に向けた取り組み状況についてご答弁申し上げます。平成２７年度を初年度とする３カ年

計画である「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」につきましては、計

画期間の３年間だけではなく、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年のサービス水準、

給付費や保険料水準なども推計することが求められているとともに、地域包括ケア計画と

して在宅サービス、施設サービスをそれぞれ今後どのような方向性で充実させていくか、

地域の実情を踏まえて中長期的な視点を持ちながら整備が必要なサービスの種類や量を提

示することとされております。また、本年６月に医療介護総合確保推進法の成立に伴い、

特別養護老人ホームの新規入所者の重度者への限定、介護予防給付の市町村事業への移行、

一定以上の所得のある者の介護保険の利用者負担の引き上げ、施設利用者に対する補足給

付に当たっての資産勘案、低所得者の保険料負担の軽減措置の拡大など、介護保険制度の
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一部が見直されたことから、これらの改正点について計画策定に盛り込む必要があります。

第６期計画の策定作業につきましては、６月１６日から７月１８日まで在宅で生活されて

いる６００名を対象として計画策定のためのアンケート調査を実施し、４８２名から回答

があり、回収率は８０．３％でありました。今後のスケジュールにつきましては、本年１

０月に庁内等の関係部署から成る「砂川市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定

委員会」を立ち上げ、計画に盛り込む具体的な施策の検討に取り組む予定であります。ま

た、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者に一般公募で選ばれた委員２名を加えた１

１名から構成する、砂川市高齢者保健医療福祉推進協議会を本年５月２９日及び８月１９

日に開催し、計画の策定に向けた協議を開始したところであり、今後３回程度開催し、こ

の協議会においていただいたご意見を第６期計画に反映させていきたいと考えており、６

５歳以上の１号被保険者が負担する介護保険料等につきましては、明年３月定例会で介護

保険条例の改正を経て平成２６年度末までに第６期計画を策定することとしております。

続きまして、大きな２の生活困窮者自立支援制度についてご答弁を申し上げます。初め

に、生活困窮者自立支援制度につきましては、平成２５年１２月に生活困窮者自立支援法

が成立し、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自

立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を

講ずる生活困窮者自立支援制度が平成２７年４月から施行されることとなったところであ

ります。新制度では、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的として、福祉事務所設置

自治体が就労その他の自立に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う「自立

相談支援事業」、離職により住まいを失った方に対し家賃相当額を支給する「住居確保給

付金の支給」、家計に関する相談、家計管理に関する指導等を行う「家計相談支援事業」、

生活困窮家庭の子供への「学習支援事業」等の事業を実施することとなっております。そ

のうち自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給につきましては、福祉事務所設置

自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置づけられており、その他の事業

につきましては地域の実情に応じて実施する任意事業とされているところであります。新

制度の施行に伴う本市の取り組みにつきましては、現在検討中でありますが、これまでも

生活困窮に伴う各種相談につきましては一義的に社会福祉課保護係で相談を受け、困窮状

況に応じて各種減免制度の説明及び手続支援のほか、社会福祉協議会による短期貸付制度

の利用に向けた助言、障害者自立支援施設の紹介、就労先確保に向けたハローワーク砂川

出張所への同行訪問等を行っています。必須事業である自立相談支援事業の相談窓口の設

置につきましては、生活困窮者からの相談に応じ、関係機関、庁内関係部署と連携して支

援できる体制が必要とされるものであり、加えて一定程度の経験も必要であることから、

これらを十分に検討しながら新制度への円滑な対応を図ってまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。
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〇沢田広志議員 それでは、再質問ということで一問一答でございますので、介護保険制

度の取り組みについてということで２点について聞かせていただいているところでありま

す。そういった中から今ほど答弁をいただいたところでありまして、地域包括ケアシステ

ムに向けての取り組み状況といったことでも聞かせていただいたところであります。特に

これは、３月の定例議会では市長の市政執行方針の中でも地域包括ケアシステム構築に向

けてといったこともお話もされておりますし、私も総括質疑を通した中で市長からも答弁

をいただいているところであります。その後半年を経過した中でどのような取り組み状況

になっているのかといったことも含めて、今回改めて一般質問を通して聞かせていただき

たいなと思っております。今ほどの答弁の中で特に重要な部分であるなというふうに私自

身が考えさせていただきましたのは、３月のときにも答弁の中にありましたけれども、砂

川市立病院の小熊、当時の院長ということで、から提唱があった「地域で在宅介護ケアを

考える会」といったことでの勉強会が始まったといったことで、これについては３回ほど

勉強会を通して実施がされているといったことであるかと思います。この「地域で在宅介

護ケアを考える会」、構成されているメンバーというのが滝川保健所、空知医師会、砂川

慈恵会病院、歌志内市立病院、奈井江国保病院、地域包括支援センター、砂川訪問看護ス

テーション、砂川ケアプラン相談センター、神部相談センター、ジャパンケア、そして砂

川市と市立病院といったことで、これは３月の総括質疑を通して答弁をいただいたところ

であり、この会自体がどのようなメンバーで構成されているかということについては理解

をさせていただいております。３回ほどもう既に勉強会は開催され、その後専門部会も発

足されているといったことでありますけれども、私総務文教委員会ですので、病院のほう

にはちょっと所管ということでお話は聞けませんけれども、福祉といった部分の関係から

行政サイドのほうにも聞かせていただきたいと思うのですが、この３回の会合を通して専

門部会も発足をされているようですけれども、これをつくるときの３月のときの答弁の中

には医療と各部署との連携、問題点の洗い出し、そしてお互いに共通認識を持っていきま

しょうといったことでの発足の目的でもあったのかなと思いますけれども、内容的にどの

ようなことが話がされているのか、もう少し具体的なことをお話しできるのであれば聞か

せていただきたいなというふうに思っております。

それと、「第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定についての取

り組みといったことでも答弁をいただいておりますけれども、もう既に砂川市高齢者保健

医療福祉推進協議会といったことでの民間の一般の方も入れた中での協議もされて、第１

回は５月の２９日、第２回は８月の１９日、今後３回程度会合も開き、さらには庁内でそ

の策定についても検討していくといったことであり、それと同時にもう既にニーズ調査と

言っていいのでしょうか、６５歳以上の方の日常生活の実態や生活支援ニーズなどを把握

し、計画策定しようとするといったことで６００人を対象とした中で４８２名、回収率８

０．３％の皆さんの回答もいただいているようですけれども、かなり私にとっては８割と
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いうのは大きいなと思っておりますので、これは今後策定に当たって基礎資料ともなって

くるのだろうというふうに思いますが、このアンケート調査の、細かいところまではいい

のですけれども、これを通して見えてきたものというのがどういうことなのか、理事者サ

イドのほうでこの辺把握しているのであればこの機会に聞かせていただきたいなと思って

おります。

２回目は以上です。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、私のほうから順次ご答弁をさせていただきたいと思

います。

まず、地域包括ケアシステム構築に向けた考える会の過去３回、それから専門部会に至

るまでの経過ということでございます。まず、この３回につきましては、まず第１回目を

開催したときには地域包括ケアシステムの概要、それから在宅医療の概要と、この概要の

説明を主にその中では行ったということになっております。それから、２回目につきまし

ては先進事例を説明、実際には広島県の御調町あたりで１つの医療法人が全ての介護施設

も含めて行っていると、こういうような先進地事例をそこでご紹介をするということが第

２回目の主な内容でございました。第３回目につきましては、それぞれの専門分野におけ

る問題点、これの洗い出しをさせていただいたということで、ただ大きなくくりなもので

すから、そこで出てきた問題点、課題というのをそこで一つ一つ解決するのが難しいだろ

うということで、これが専門部会のほうにつながっていくということになります。これは、

また後ほど説明したいと思いますが、この洗い出しのほかに実際にシステム連携、これは

市立病院、市を中心にして介護事業所ですとか訪問看護ステーション、地域包括支援セン

ター、この辺のシステムをつなぐことによって連携が図れないかという概要の説明をさせ

ていただいています。これが第３回で、それが終了した後に、専門部会としては在宅療養

の支援部会ということで、こちらのほうは一応市内の関係者に限ってということで今始め

ておりますので、先ほど考える会のほうに入っておりました市外の方はこちらのほうには

入ってはおられないということになりますし、その中でも関係する方々がここに入ってく

るということでございます。それから、まだ立ち上げてはおりませんけれども、もう一つ、

システム部会、これは仮称でございますけれども、システムに関する部会を立ち上げる予

定でございます。その前段に、このシステムを使ってどのようなことができるのかという

ことについてのデモンストレーションを今月中にやろうということになってございますの

で、そのデモが終了した後にこの専門部会を立ち上げて、実際にシステムをどう稼働して

いくのかという具体的な検討に入っていくということでございます。

それから、２点目の協議会の関係のことでございますけれども、その中でご報告をさせ

ていただきましたアンケート調査、これの主な概要ということでございますけれども、ま

ずこの中で見えてきたのは、６００名の在宅の方ということでございますが、回答をいた
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だいた方の中で１人世帯の方が２２．８％、つまり約３割がその回答いただいた方の中で

は１人世帯と。それから、夫婦のみの世帯も３８．８％、約４割の方が夫婦のみというこ

とになっておりますので、お一人暮らし、お二人、その関係でいきますと約６割の方がそ

ういう状態にあるというようなことでございます。それから、この中で少し特徴的なお話

をさせていただきますと、何らかの介護を受けているという方の中で、その介護者が６５

歳以上、いわゆる老老介護と言われる方がこの回答者のうち７．５％を占めているという

ことで、恐らくここの部分はこれから先も少しずつふえていくのだろうなというふうには

考えております。また、このアンケートの中には例えば運動ですとか、閉じこもりですと

か、転倒ですとか、それぞれ在宅の中でどんなことでお困りになっているかというような

部分で問いかけをしておりますので、特段今ここでは細かくご報告はしませんけれども、

ただ自由記帳といいますか、こういうことを私は望んでいるのだという中で主なものをご

紹介させていただきたいと思いますが、その中では介護保険料の関係があります。これは、

どちらかといいますと高くても介護サービスを充実してほしい、あるいは現在ぐらいの保

険料が妥当であるという方が約４５％おられまして、介護保険料が今よりも安いほうがい

いというのは１９．７％で約２割、そのほかの方は無回答、わからないということでござ

いましたので、全体的な視点からいきますと約半数の方が今の保険料で満足いただいてい

ると、現状ではそういう形になっています。次期以降の保険料については、ここでは確認

をしておりません。それから、文言でいきますと、今市で行っております見守り活動、こ

れについてはどんどん進めていただきたいというご意見は幾つかいただいております。そ

れから、介護保険上の介護サービスの量、質、これはなるべく落とさないでほしいと、今

のままで使いたいのだというご意見がございます。それから、逆にサービスに頼り過ぎな

いようにしていると、頼り過ぎると自立ができないので、使えるのだけれども、使わない

ようにしているというようなご意見もありますので、実際には介護サービスとしてはやっ

ぱり必要な方に必要な分をご提供すると、そうでなく例えば軽い方については介護予防サ

ービスを続けるのだというようなことが、こちらのほうでは考えられたところでございま

す。大変概略ではございますけれども、今のご質問、アンケート調査についてのご回答と

させていただきます。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今それぞれさまざまにわたって答弁、また説明をいただいたところであ

ります。地域包括ケアシステムについてでありますけれども、「地域で在宅介護ケアを考

える会」自体も専門部会を通して進めていくといったことでは在宅医療支援部会、さらに

は今後これから設立なのでしょうけれども、システム部会といったことで、ただこのシス

テム部会については今月中ですから、９月中にデモンストレーションを実施した後に発足

ということでの説明、答弁をいただいたのかなと思っております。少しずつ構築に向けて

進んできているのかなとは思うのですが、ただそういった話も聞きながら、私自身も３月
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のときも聞いてはいるのですけれども、イメージというのが、市長が以前からよく言って

いる砂川方式の地域包括ケアシステムをつくり上げていきたいといったことで御調町にも

視察に行かれたり、いろんな関係のところに視察に行ったり、研究もされているといった

ことで、３月からいくと大体半年も経過した中で、強いて言うと、砂川方式の地域包括ケ

アシステムといったことが私もまだよく理解し切れていない部分があるものですから、こ

れは恐らく市長として市政執行方針も出されておりますし、市長の思いという部分では大

変な政策であるというふうに思っています。３月のときは、私以外の議員からも質疑があ

った中でこれいつごろぐらいまでやるのでしょうかといったことも出ていましたし、ただ

そのときはまだ今の段階では勉強会も通しながらやっていく段階なのだといったことであ

りましたけれども、あれから半年経過してきておりますけれども、砂川方式の地域包括ケ

アシステム、今の取り組み状況を通しながら、もしイメージとしてこういうものなのだよ

ねということが市長のほうであるのであればこの機会に聞かせていただきたいと同時に、

いつごろといっても非常に難しいところあるのかなと思っていますが、というのは先ほど

第６期の介護保険事業計画、これは３年ごとのスパンでやっていきますよと、ただ今回は

２０２５年も目指しながら、まず３年間ですよといったことの答弁をいただいたかと思っ

ています。そうすると、この構築に向けては思うのが、事第６期だけ考えると３年ですよ

と、でも２０２５年までとなると３年が何期か続いていかなければいけないとなると、ひ

ょっとしたら構築自体は第６期介護保険事業計画の中ではできるかどうかというのは私も

ちょっとわからないのです。ですから、その辺大きく２点ぐらいになりますけれども、市

長の思いの中でいつごろも含めて考えられているのか、もしこの機会に聞かせていただけ

るのであれば聞かせていただきたいなというふうに思っております。

地域包括ケアシステムと介護保険事業計画は、ある部分では連動している部分があるか

と思っています。それで、介護保険事業計画の中でちょっと最後に聞かせていただきたい

のですけれども、スケジュールを見ていきますと、先ほどもありましたが、アンケート調

査も通しながらの答弁でもありましたけれども、介護保険料の改定というのが来春、今年

度中、２６年度中にあるのですけれども、税と社会保障の一体ということの流れからもう

既に消費税は５％から８％になりましたよと。でも、次回、まだ決定はされていませんけ

れども、消費税の再引き上げ、８％から１０％といったことも言われていますし、なおか

つ今定例会の補正予算も聞きながら、準備を少しずつされているのですけれども、消費税

８％から１０％にしますよというのはまだ決定はされていませんけれども、この辺の再引

き上げの関係と介護保険事業計画の策定の中身というのはかかわりとしてあるのかどうか、

端的にこの辺ちょっと聞かせていただいて、私の再々質問は終わりたいと思います。

〇議長 東 英男君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 地域包括ケアシステムの見通しというか、どのぐらいで

できるのだというようなことでございますけれども、地域包括ケアシステム自体は中心は
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在宅医療ということで、国民の６割の人はできることなら在宅でいたいというアンケート

調査があるということで、国のほうで社会保障と税の一体改革の中でそれを中心に据えて

きて、また診療報酬もそれに向かうような改定をしてきたと。それで、御調町が国の地域

包括ケアシステムのモデルになっていると。御調町は１０年かけて、実際にはその前から

やっていますので、１０年以上かかっているのですけれども、それは外科医が中心となっ

て医療主導でやっていたと。ところが、一般のそのほかの市町村は医療は医療だけと、そ

の中で要するに体の悪い人を治す、それで治すと退院なりなんかさせて、それで終わりと

いうのが従来のあり方でありまして、今回の地域包括ケアシステムは医療がやっぱりその

中に入ってこないとだめだということでございますけれども、問題点はそれを担うべきで

あろう総合医の数が余りにも少な過ぎると。国は、それを大分前から育成しようとしてい

るのですけれども、最近は軌道に乗って総合医のなり手も出てきましたけれども、出始め

のときにはやっぱり専門医という意識が強くて、総合医は余り病院の中で機能しないとい

うか、相手にされなかった時代もございまして、それで松前の木村先生とか、そういう方

が先進的にやられてきていると。

問題は、その医者を確保できるかというのが一つの第１関門と、それから在宅医療をす

るための環境をどのように整えていくか。ただ在宅でいなさいといったって介護する人が

バンザイしてしまう。そのためには訪問看護ステーション、訪問介護ステーションですか、

それからデイサービスだとか配食サービスだとかいろんなものが絡んでちゃんとそれを支

えていくシステムをつくらなければならないと。それで、御調町ができたのは、８，００

０人の山間部の町ですから、いわゆる民間は参入してこなかったと。ですから、グループ

ホームも特別養護老人ホームも全ての施設は町が全部整備したと。それで、一体で院長の

もとでそれを管理することができるという理想的な形なのですけれども、砂川の場合は市

立の急性期の病院がある、特別養護老人ホームは砂川福祉会、グループホームは３社ぐら

いですか、いろんな業者が参入している中で、それをトータル管理しながらやっていかな

ければならないと。１人で在宅するために支えるといったら、やはりそれぞれのデイサー

ビスが今の４時で帰されるのなら、とてもやれないと。国は、デイサービスの期間を短く

しようと今していますから。ところが現実にはそれを支えるといったら、それを長くしな

いとできないのではないかとか、または在宅でやるとなると、配食サービスを今１回しか

やっていませんけれども、最低２回は必要になるのではないかとか、そういう整備をする

といったら当然お金もかかるし、それをそうなるような方向で各市町村というか、わかっ

ている首長というか、それを取り組もうとする自治体は国に対して要望もしていかなけれ

ばならないとか、いろんな問題が絡んでいて、それがいつ完成するかは、恐らく完全に完

成するということはなく、常にそれに向かって努力していくという形に私はなるのでない

かなと。

ただ、民間の状況がその市町村によって違うという状況は、例えば江別だったら２００
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床の病院で、江別市はその中でやっていこうとしていますけれども、砂川は急性期の病院

を持ちながら在宅医療もあわせてやるという、ウルトラＣみたいなことをやらなければな

らないという状況もございますから、民間との協働しながらマンパワーもどうやってふや

していくのだと。在宅を担う看護師を用意しなければならないと。それから、作業療法士

ですか、とか理学療法士みたいな人もある程度そろえていかなければならない。それを民

間が担うのか、市立病院が担うのかというような問題もございますけれども、それらを徐

々に徐々に整備しながらある程度走っていかないとならないので、どこが完成版かという

のは、御調町もこれが完璧というわけではないという話はされておりましたし、ただそれ

を条件を少しでも整えながら徐々にちゃんと介護する人が在宅で介護できるような仕組み

をつくっていくので、かなり私は、当初から医者の問題もありますけれども、時間はかか

るなと。だから何年というのは、正直言って私自身も大枠ではイメージできるのですけれ

ども、期間を示すことはできないのですけれども、徐々にその条件を整えていくしかない

のではないかなと。

それで、今勉強会というのは、その前提条件たるものが一般の人というか、医療の世界

の人もわかっていないと、そういうレベルだったのです、在宅医療なんていうのは。それ

で、急性期で在宅医療とは縁のない市立病院が末端の在宅医療に手を出すというのは、院

長も当初はイメージしていなかったのだろうと思うのですけれども、それを医療側が理解

しないと、やっぱり医療中心でないと在宅医療は進まないというのがあるので、院長とか

ほかの職種がそれを勉強して、こういうものでこうなるのだなというのをそれぞれ勉強し

てもらって、そしたら条件としてはどういう施設を整備したらいいのだろうというのが専

門部会で、恐らくいろんな砂川で出された問題点を今やっていると思うのです。あとは、

それが出てきたときに行政はどこからやっていったらいいのだろうと、どの施設を充実し

ていくのだと、そんなような問題になるというふうに私はイメージしているものですから、

それを徐々に整備しながら年数かけて、そして恐らく完結はなく、ずっと、こういうとこ

ろが問題あるとか、それを解決しながら恐らくやっていくのだろうなと、そんなイメージ

で私はいます。そういうところでよろしいでしょうか。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、私のほうから消費税８％から１０％になったときの

料金改定のほう、保険料の改定のほうに影響するのかどうかということでございますが、

今の状況では非常に判断が難しいと思います。まず、国においては、少なくとも本年中に

来年１０月から消費税を上げるかどうかの判断をすると言っておりますので、この判断を

した後に介護報酬に影響を及ぼすのかどうなのか、例えば５％から８％に上がったときに

は一部介護報酬を上げて影響させております。ですから、これが影響してくると、当然保

険料にも影響してくるということでございますが、これが１２月、あるいは１月には保険

料のある程度の概略を決めなければならないときにその部分が国のほうから情報が来て、
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これは全国自治体一律でございますけれども、それを読み込めるかどうかという一番際ど

い時期だと思いますので、少なくともそれは恐らく国において一定程度の判断を示した上

で全国に示していただけるというふうに考えておりますので、これはその情報に基づいて

保険料に換算するのかしないのかという判断をしていかなければならないというふうに思

っております。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 ありがとうございます。まず、介護保険料含めて消費税の関係はわかり

ました。まだ最終的に決定もされておりませんから、どのような形になってくるかという

ことについては決まった後、国からの関連での情報が入ってくるのかなということで理解

をさせていただきたいと思います。

そして、今ほど市長からも砂川方式の地域包括ケアシステムへの思いということを聞か

せていただいたところであります。私も市長と同じだと思うのですよ。完成品はないのだ

ろうなと。ただし、介護保険も３年ごとにスパンを見てやっていきますよ、と同時に、そ

れも含めながら、要は住民の皆さんが生活するに当たって幸せな生活を送れるといったと

ころが大きな目標の中で、例えば在宅医療も含めて砂川市としてできることを少しずつそ

の時代に合わせながら進めていくのかなと。ですから、正直イメージはどうなのですかと

言ったのは、非常に酷なことなのかなと思うのですけれども、そしていつごろまでという

ことはないのだろうなと、これは永遠に続いていくことなのかなと思います。ただし、そ

の時代に合った中でしっかりとその状況も含めながらこの地域包括ケアシステム、できま

したら砂川方式というものを形づくりながらやっていっていただきたいなということをお

話しして、この件については終わりたいというふうに思います。

それで、続いて生活困窮者自立支援制度についてということで答弁も説明もいただいた

ところであります。これは、いよいよ来年４月から取り組みが始まるということで、今現

在、砂川市がその取り組みに向けてどのような形で進めていくのかなといったことが大変

気にもなりましたし、知っておきたいなといったことから、今回一般質問を通して聞かせ

ていただいたところであります。これ自体は国の自立支援法ができて、その制度ができ上

がっているということでありますので、ある程度いろんなことをお話を聞かせていただき

ましたので、だんだん見えてきました。その中でまず見えてきたのは、これの担当とする

窓口というのは社会福祉課の保護係なのかなと。今現在、生活保護の関係も含めてやられ

ていますから、そこが窓口なのかなと。そこを通しながら、今回の自立支援制度というの

はそこだけの話ではなくて、いろんな分野にわたって庁内かかわってきますから、そこと

の情報も組み入れながら対応していくというふうに答弁を通しながら私なりに理解させて

いただいたのですけれども、そのようなことでいいのかどうか、後ほど確認ということで

聞かせていただきたいと思うのですが、来年４月から始まりますから、もう既に準備もし

ているでしょうし、まだ準備がし切れていない内部的な検討もあるといったことがあるか
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と思うのですが、答弁の中にもありましたけれども、要は福祉事務所を設置されている自

治体、砂川市は設置されていますから、おのずとこれ必ずやらなければいけないというこ

とと、任意の事業もあるよといったことでは、先ほど説明もいただいていますけれども、

自立相談支援、要は相談業務ですから、生活困窮者を早期に把握、早期に支援、生活困窮

者の抱える課題を評価、分析し、ニーズを把握、ニーズに応じた支援が行えるように自立

支援計画を作成してといったもろもろのこと、それと家賃の関係が生活困窮者の関係で給

付の関係、これは必須事項で市としては必ずやらなければいけないということですが、そ

のほかが任意の事業なので、これは砂川市の特徴というのか、それを見きわめながら考え

ていくのだろうと思うのですが、任意の事業については就労準備支援事業、就労訓練事業

の推進、家計相談支援事業、そして学習支援といったこれが任意なので、砂川市自体はそ

れをされるのかどうかというのは今の段階では検討としてされているのか、要は任意事業

もやれることとやれないことあるかと思うのですけれども、これも実施するのかどうかと

いったことを、まずこの辺を聞かせていただきたいなというふうに思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、順次ご答弁をさせていただきたいと思います。

まず、現在保護係におきます相談に来られたときの庁内の連携等ということでございま

すが、これは現在も、先ほどのご答弁でも申し上げましたけれども、社会福祉協議会との

連携ですとか、あるいは保護に至る前のお話であれば各種手当を受給できる権利があるの

かどうなのか、あるいは年金が受給できないのかどうなのか、こういうことについては今

現在も各部署と連携をしながら相談に乗っているということでございますから、この事業

についても確定はしておりませんけれども、もし保護係のほうでやるとすれば十分にそう

いう連携は庁内も関係機関も図ってまいりたいというふうに思っております。

それから、任意事業のところでございますけれども、ここはまさに今検討をさせていた

だいているという状況でございますので、砂川市の状況に合わせてどれが必要なのかとい

うものについて、必要のあるものについては実施をしてまいりたいというふうには思いま

すけれども、まだ検討段階でございますので、これとこれがどうとかというところまでは

至っておりませんので、ご理解を賜りたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今ほど答弁をいただいて、任意の事業についてはまだ検討中であるとい

うことで、どのようにされるかということについてはまだ未確定ということであります。

そういいながらも、あと半年でありますので、今後いろいろな形の手続もあるかと思いま

すけれども、考えていただきたいと思うのですが、この中で、これ平成２５年度の事務報

告書、特に生活保護の関係のところを見させていただいているのですが、生活保護を受け

ている方たちの中、特に稼働世帯というところあるのですけれども、それぞれ大体月三十

二、三から三十四、五の世帯が対象とされているといったことがあるものですから、この
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任意の事業というのは、やはりそれをするに当たっては何がしかのきちっとしたニーズも

把握していかなければいけないかとは思うのですが、残り半年の中で、市役所の担当の部

署の中だけで考えていくのか、もしくはこのニーズをどんなふうになっているのかといっ

たことも調査とかということも考えていくのかどうか、この辺聞かせていただけないかな

と思うのですが。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 ただいまニーズの関係のご質問でございますけれども、これに

つきましては生活保護関係部署と、それから先ほど申し上げました関係機関、関係部署、

それから民生委員さんも含めて市内にどれだけの需要といいますか、要望といいますか、

こういうものがあるかどうかというのは十分確認をしたいと思います。少なくとも庁内の

ほうの関係部署については常に連携を図っておりますので、この状況は把握はさせていた

だいていると思いますが、実際に地域におりておられる民生委員さんの意見等もお伺いを

させていただきたいというふうに思っています。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今回この窓口も含めてでき上がることによって、生活保護の方たちは、

おおむね相談は窓口に来られて対応されているかというふうに思いますけれども、ただ今

回の支援体制の制度をよく見ていきますと、窓口で相談をする、来ている方たちと同時に、

これはアウトリーチなんていう言葉使うのか、要するに出向いて調査もしながら把握をし

ていくといったことも今回新たな取り組みの中で出てきている特徴なのかなというふうに

思っています。ただ、この出向いてというのは、それぞれ今ほど言いました民生児童委員

さんもいらっしゃるし、いろんな関係の機関と常に連携をとっていなければ、ただ単に職

員が出向いてということではなくて、出向いていろんなことを知る機会をたくさん持って

いるというふうに私は理解しているのですけれども、そういったことも本来であればこの

制度を見ていきますとありますから、そういったことで能動的な形での実施というふうに

思うのですが、この辺の考え方というのはどうなっているのか聞かせていただきたいと思

うのですが。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 出向いての調査、把握ということでございますが、これそれぞ

れの事業メニュー、任意も含めて実際に行うときにはもちろんその窓口として持っており

ますから、こちらのほうにお越しいただくということではございますけれども、今現在も

例えば生活保護、あるいはそれに準ずるような家庭については随時、民生児童委員さんの

ほうからお話があったり、ご報告があったりということがありますので、この制度自体を

民生児童委員さんの方に周知をして熟知をしていただければ、地域の中でそういう方がお

られれば、そこから上がってくる、あるいは民生児童委員さんがそこに出向いて相談を受

けるということになると思いますが、ただ中身の事業によりますので、それによって必要
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があれば民生児童委員さんにも活動いただくということは十分に考えてございます。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 この制度はしっかりとやっていっていただかなければいけない部分なの

かなと思うのですが、そこで強いて言うと、支援計画を作成しないといけませんよと、こ

れは必須項目の中でありますから。であれば、砂川市の、例えば社会福祉課の保護係が全

面的に出て対応されていくということになるかとは思うのですが、そういった場合に配置

の基本的な考えということで国のほうで出されているのが主任相談支援員、相談支援員、

また就労に係る就労支援員、時には相談支援員と就労支援員が兼務しながらといったこと

のやり方だとか、例えば相談員の保有資格としては社会福祉士とか社会福祉主事といった

ことが全国的に多いような形になっておりますけれども、この相談窓口として対応する専

門の職員ということでの体制というのは、砂川市としては今現在どのようになるのか聞か

せていただきたいと思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 専門職員の考え方ということでございますが、現在も保護係４

名、ケースワーカーにつきましては社会福祉主事の資格を取って任用を受けているという

形になってございますので、そこで相談員を行うということに対しての資格的な物事、あ

るいは識見についても十分対応できるだろうと思っておりますので、今現在誰がどこにと

いうことではございませんけれども、保護係の中で資格を有している者がそこに対応する

ということでその専門性は確保されるというふうに考えております。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 専門性は確保されているといったことで、今後しっかりと対応もしてい

ただきたいなと思っています。

それで、今のお話を聞いていきますと、大体直営で、要は砂川市として直営でされてい

くのだろうなというふうに思うのですが、ちょっとこれ確認なのですけれども、平成２５

年と２６年度、それぞれモデル事業ということで各自治体で実施をされている調査結果を

見ますと、結構７割方が民間に委託をして対応している、特に大きなまちですね、そうい

ったところもあるのですけれども、基本的にうちは民間に委託することなく直営、要は市

としてこの辺の相談窓口もしていくというふうに受けとめていいのかどうか、考え聞かせ

てください。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 これは、まだ確定ではございませんけれども、今現在の考えと

しては直営でやらせていただきたいというふうに思っております。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 わかりました。

最後に、あと残り半年ですので、この自立支援制度の取り組みというのは４月１日から



－107－

始まるわけですが、であれば最後に聞かせていただきたいのですけれども、市民の皆さん

へ周知というか、このような制度によって市としても今後対応していきますよといったこ

とをしっかりとやっぱりやっていかなければいけない部分あるかと思うのですけれども、

実施はされるのでしょうけれども、この制度自体を事前にきちっと形をつくって早目にそ

ういった体制を含めた周知、ＰＲというのを私は必要かというふうに思うのですけれども、

というのは４月１日から相談に来れるよといった体制づくりというのはもう既にしていか

なければいけないというふうに思うものですから、この辺周知とかＰＲ、要は市民の皆さ

んにどのようにこの制度をしっかりと伝えて認識してもらうのかといった考え方を最後に

聞かせていただきたいなというふうに思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 周知の方法ということでございますが、まずは自立相談の部分

でいきますと、これは現状既に相談は保護係のほうで受けているということもございます

し、それからまた任意事業におきましても市民の皆様に公に周知するほうがいいのかどう

なのかという部分もございますので、こちらの周知方法はこれから十分に検討させていた

だきたいと思います。ただ、少なくとも関係機関、関係者、民生児童委員さん、こちらの

方々には全てこのような形で取り進めますという周知は行うこととさせていただきますけ

れども、市民に対する周知については、適正かどうかという判断も含めて検討させていた

だきたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員の質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時５３分

再開 午前１１時０３分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

小黒弘議員の質問を許します。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、一般質問を始めます。

私は、大きく２点、ゆうちょ銀行を納付場所にすることについてです。砂川市は、市税

の納付場所としてゆうちょ銀行を指定をしていませんが、その理由についてお伺いします。

わかりやすく言うと、郵便局で税金を払うことができないかということでございます。

大きな２点目は、公民館及び体育施設の管理運営についてをお伺いします。公民館及び

体育施設の管理運営については、現在ＮＰＯ法人ゆうが指定管理者として行っております

が、来年３月をもって指定期間が終了します。教育委員会は、以前より施設の管理運営に

ついては施設利用者や関係する団体等で自主運営、自主管理するのが必要との認識を示さ

れていますが、その取り組みについてをお伺いいたします。

以上です。
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〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 大きな１のゆうちょ銀行を納付場所にすることにつ

いてご答弁を申し上げます。

市税の納付につきましては、直接窓口で納付する方法、口座振替で納める方法、給与や

年金からの特別徴収による方法がありますが、そのうち直接窓口で納付する場所としては

市役所、連絡所のほか、指定金融機関や収納代理金融機関として指定している各金融機関

があり、また平成２３年度からは私人への公金徴収委託としてコンビニエンスストアでの

納付も開始し、納税義務者の利便性の向上に努めてきたところであります。現在ゆうちょ

銀行における納付につきましては、口座振替による納付や道外に住んでいる方などに送っ

ているゆうちょ銀行専用の払い込み取り扱い票を使用した納付が可能となっておりますが、

納付書での窓口納付はできない状況になっております。ゆうちょ銀行を納付場所にするこ

とにつきましては、税システムの更新の際に検討いたしましたが、ゆうちょ銀行での窓口

納付を可能とするにはゆうちょ銀行を砂川市の収納代理金融機関に指定する必要があり、

ゆうちょ銀行と指定金融機関である北洋銀行砂川支店との間で手形交換などの事務を実施

していないことなどから、銀行間の資金流通がスムーズに行えないこと、使用している納

付書をゆうちょ銀行に承認された様式に変更しなければならず、他の収納代理金融機関と

同様な取り扱いにならないことなどから、ゆうちょ銀行の窓口納付は難しいと判断したと

ころであります。しかし、近年ゆうちょ銀行での窓口納付を行っている自治体がふえてい

る状況にあり、また年金をゆうちょ銀行で受け取られている方などからゆうちょ銀行で納

付したいとの相談を受けることがあることから、納付書によるゆうちょ銀行での窓口納付

について実際に実施している自治体の実例、実情などについて調査し、指定金融機関とも

調整を行いながら実施に向け取り組んでいるところでありますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） 大きな２の公民館及び体育施設の施設運営について

ご答弁申し上げます。

公民館及び体育施設につきましては、平成２４年４月から特定非営利活動法人、ＮＰＯ

法人ゆうが指定管理者として管理運営を担っており、平成２７年３月で３年間の指定管理

期間が終了しようとしております。教育委員会といたしましては、その後の指定管理につ

きまして、今までの管理実績などから引き続きＮＰＯ法人ゆうにお願いしたいと考え、そ

の意向を伝えるとともに、その際の諸課題などを精査し、ＮＰＯ法人ゆうとの協議を７月

より開始しているところであります。ＮＰＯ法人ゆうとは、このほかにも年数回懇談の場

を設けるとともに、毎月開催されます理事会には教育委員会職員がオブザーバーとして出

席するなど、日ごろより各施設の管理運営に関する課題等について双方で共有化を図って

いるところであります。公民館及び体育施設につきましては、現在の指定管理をお願いす
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る際、行政との信頼関係をもとに公民館及び体育施設の目指すべき方向性を見出し、それ

らを実現するために必要となる具体的な取り組みについて協力していただくことを理事会

において了承いただいております。また、将来的には地域交流センターゆうと同様に、指

定管理者の自助努力による自主運営、自主管理による施設の管理運営を目指すべく、諸課

題について今回の指定管理期間で話し合いを進めていくことを確認しているところであり

ます。現在これらを含めた協議を進めている段階であり、基本的な指定管理の内容につき

ましてはこの３年間で変更はございませんが、改善すべき点など随時指定管理者と協議を

行い、対応を行っているところであります。今後もＮＰＯ法人ゆうとの協議を進めていく

中で、公民館及び体育施設の管理運営のあり方について十分検討を進めていきたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 １点目のゆうちょ銀行、郵便局で税金を払えるということは、今後は実

施に向けて取り組んでいるというお話だったので、実施がされるようになるのだろうとい

うふうに理解したのですけれども、まずまずいろんな方々から何で郵便局で税金払えない

のだという声は本当に多く聞こえていまして、私も最初それ問い合わせあったときにまさ

かと思ったのです。当然払えるものだとばかり思っていて、改めて調べてみると何と払え

ないことになっていまして、他市をずっと調べていくとまず払えないところがないことに

また改めて驚いたのですけれども、なぜ砂川市は払えないのかなというのがずっと疑問だ

ったのですが、先ほどの答弁でいくといろんな事情があった、砂川市としては砂川市の事

情があったということなのだろうと思うのですけれども、実施に向けて取り組んでいかれ

るということなので、いろんな問題点はクリアできていくのかなというふうに思って、大

体どのぐらいの時期から、できれば早々にでも実施をしていただきたいのですけれども、

どのぐらいの時期で実施ということになるのかどうかお伺いしたいと思います。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 郵便局での納付の実施時期ということでありますけれども、現

状といたしましては北洋銀行砂川支店が指定金融機関となっておりまして、あと市内の各

金融機関が収納代理金融機関という形の中で取り扱いをしていただいております。その中

で契約書なるものを指定金融機関と結んでおりまして、その中の条項的にいいますとなか

なか郵便局といたしましてはクリアできない部分がございます。例えば今の現状といたし

ますと、収納代理金融機関につきましては納付されたものは速やかに砂川市の指定金融機

関に振り込むというようなことも記載されておりますけれども、ゆうちょ銀行の場合は一

度貯金事務センターなるところに一括集約をされるというようなお金の流れもあろうかと

思います。こちらについては、現状そのような形になっておりますので、基本的にはその

ような形になるのかなというふうにも思っておりますけれども、他団体、他の自治体もそ

の点もクリアをされて行われているというふうにも考えております。ゆうちょ銀行が民営



－110－

化されたのは平成１９年でありまして、それ以降いろいろ私どもも検討してまいりました

けれども、平成２２年の段階では、検討した段階では北洋銀行を指定金融機関に扱ってい

る道内の自治体の中では２市ほどしかまだそのような状況にはなっておりません。納付書

の取り扱いを行っていないということで、その時点ではやはりなかなか、指定金融機関と

もお話をしたのですけれども、いろいろ取り決め上の中で難しい問題があるというふうに

言われておりまして、そのような状況になっております。実施につきましては、そのよう

な状況をどのような形の中でクリアをされてきているのか、北洋銀行さんが全道でも今は

かなりの部分で納付を認めておりますので、どのような形でクリアできるのか、そちらに

ついても確認をしながら、指定金融機関あるいは収納代理金融機関とも協議をしながら早

急に取り組むように進めてまいりたいと考えております。基本的には、平成２７年度から

の実施が望ましいものというふうに考えておりますけれども、そちらにつきましては各金

融機関等との協議、あるいはゆうちょ銀行との協議がどのような形で進むかによって実施

時期は定まってくるものと考えているところでございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 税金の納付場所、あるいはそれが機会がふえていくということは、市民

サービスに全く直結する問題だし、市税のスムーズな納付というのは市にとってもとても

大事なことでもあるわけなので、ほかのまちがやれていることが砂川市がやれないという

のは全然おかしな話ですから、ぜひ早い時期での郵便局で税金が払えるような形にしてほ

しいというふうに思います。

次の公民館と体育施設の管理運営のほうに行くのですけれども、実はこれは先ほどの答

弁を聞くとまさに３年前、正確に言うと２年半前、もう少しさかのぼるとその３年前と同

じ答弁だなというふうに私は感じます。まずは、もともとはやはり教育委員会としては、

公民館もグループサークルなりいろいろな利用されている方々もいらっしゃるし、館長も

ちゃんと社会教育課長が館長を兼ねているということもある、それから体育施設のほうも

これは体育協会を初めいろんな団体もいらっしゃるし、スポーツ振興課という課までもあ

るわけです。ということを考えていけば、ずっと教育委員会が一番いいという、つまり各

施設の利用者や、あるいは関係する団体が、地域交流センターゆうのように指定管理者で

自主的に運営してもらうことが一番いいと考えているのだろうと思うのです、基本には。

ただ、そこがなぜ今回もできずに、結果的には引き続きＮＰＯ法人ゆうにお願いをするつ

もりだというお答えがあったわけですけれども、何で教育委員会が持っているもとの目的

に向かってこの２年半、あるいはもう少し言えば５年半実現ができなかったのかどうか、

まずお伺いをしたいと思います。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 まず、指定管理の主体につきまして利用団体なりがということ

でありますけれども、体育館等につきましては利用団体といいますと体育協会ということ
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にはなろうかと思うのですけれども、体育協会とは継続的にはお話し合いはさせていただ

いてきておりますが、指定管理をお願いするに当たってはまず法人化が必要という教育委

員会としての判断がございます。それにつきましては、本年におきましても体育協会とも

お話しさせていただきましたけれども、なかなか現状法人化というふうには向かっていけ

る状況にはないというお話を聞いてございます。それから、ＮＰＯ法人ゆうのほうにお願

いしているということでありますけれども、これにつきましてはこの約５年半の管理実績

などを踏まえまして、十分な管理、指定管理者としての管理をしていただいているという

判断に基づきまして、まずは体育協会の状況も踏まえ、指定管理者に対しまして引き続き

の指定管理をお願いしたところでありますし、その具体的な中身につきまして協議を進め

ているところであります。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 だから、本来求めるところに向かってどこまで努力をしたかということ

です。こっち側に指定管理を受けてもらっているところがあるから、最後はそこで受けて

もらえばいいのだではなくて、本来やってもらうべきところにやってもらうような努力を

これまでどうしてきたのかということを私は問うているわけです。まず、それを１個答え

てほしいことと、それからそもそも公民館と体育施設のどんな管理を行っているのかをお

伺いします。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 まず、これまでどのような努力をしてきたかということであり

ますけれども、基本的には体育協会という組織であれば体育協会として、まず法人化に取

り組んでいただくことが前提と考えてございます。市として、例えば職員にその法人化に

向けた協力をという体制にはなかなかなってこなかったというところでありますので、市

教委として具体的な努力というところはなかなか難しいかと思います。ただ、こちらがだ

めだからこちらというご指摘もありましたけれども、私どもといたしましてはこの５年半

の指定管理の状況を見た中で、ゆうは体育協会を抜きにしても十分ふさわしく指定管理を

していただいているという判断はまずしてございますが、こちらがだめだから今ゆうにお

願いしているという考えは持ってございませんので、まずその点はご理解をいただきたい

と思います。

体育施設の管理の状況でありますけれども、これにつきましては指定管理者が行う業務

の範囲というのは条例で定めておりまして、体育施設の使用申請等の受け付け事務、体育

施設の保守点検及び維持管理、体育施設の環境整備に関すること、これらを担っていただ

いているところであります。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 先ほども言いましたけれども、総合体育館にはスポーツ振興課の職員が

常勤しています。ただ、不思議なことにスポーツ振興課といいながら課長がいないのです
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よね。課長がいず、教育次長が兼務をしているというおかしな課があるのですけれども、

公民館も先ほど言いましたように社会教育課長が兼務して公民館館長がいるわけです。両

方の管理業務というのは、それほど大した業務では、こんな言い方言ったら失礼だけれど

も、それほど企画を考えてみたりだとか、そういうことではなく、軽い事務なり委託とい

うようなことがメインだと思うのです。私は、今回総合体育館が立派に、私も見てきまし

たけれども、リニューアルをして、しかも利用料金も下げてさらなるスポーツ振興を目指

そうとしているときなので、しっかりと課長職を置いてそれぞれ公民館は公民館、あるい

は体育施設は体育施設で直営でやられたらよかったのではないかと思うのです。指定管理

者というのは、ある程度そこで利益を、利益と言うと言葉悪いのだけれども、収益を上げ

て職員の給料を上げていくということも大きな要素でもあるわけですから、そんな状況の

中で利用料を下げられてしまったら収入減っていくわけですからね、ゆうもこれから先、

また言っていくのですけれども、普通だったらゆうは困るのです。入ってくるものを勝手

に少なくされてしまうわけだから。でもまずは本来の体育協会なり、あるいは公民館での

皆さん方がなかなか指定管理者というところに難しい点があるならば、やはり直営でしっ

かりとやるべきだろうと私は思うのですけれども、そこは何も考えてこられなかったのか

どうか。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 直営でというご指摘をいただきました。私どもといたしまして

は、直営を視野に入れた具体的な検討はしてございません。それにつきましては、今回の

体育施設につきましては市民との協働という観点も踏まえて、まず指定管理をお願いして

きた経過もございます。これは、直ちに市教委の判断と一存で直営に戻すというような考

え方を持ったことはございませんし、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、市と市民と

の協働という観点も踏まえてゆうに対しまして指定管理の継続を申し入れたところでござ

います。

また、スポーツ振興課に課長がいないというご指摘ではありますが、私は課長として兼

務をして業務を努めているつもりでありますし、現場には課長補佐という管理職を配置し

てきちんと業務を、ゆうと業務を振り分ける形ではありますけれども、現状きちんとした

スポーツ振興課としての業務を遂行しているというふうに考えてございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 こういうときになると、民と官との協働というのが出てくるのですけれ

ども、スポーツ振興課という立派な課があって総合体育館にいて、ゆうの職員も総合体育

館にいるのですよ。何で直営がいいかといえば、やっぱりスポーツ振興課というところが

中心になって今後の体育の振興をまさにしっかりとやっていくようにしていけば、何にも

おかしくないと思う。それが民と官との協働を崩すなんていうことには、私は全然ならな

いと思うし、実際本来であれば今の指定管理者のゆうが企画運営するような内容ではない
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わけだから、結局は維持管理する皆さん方の就職のあっせん、就職とは言えないね、雇用

のあっせんみたいなこととか、体育館のそれこそ軽易な管理ということしかないのです。

それは、市が直接そういう雇用をしていったって何にも構わないわけで、まさに砂川市そ

のものがスポーツ振興課をもとにやっていけば全然問題ないと私は思うし、それだけ意思

も直接通じていくのだろうというふうに思うのですけれども、何で一度もそういうことを

考えようとしなかったのかというのをもう一度お伺いします。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 繰り返しになるかもしれないので、大変申しわけございません

けれども、市教委といたしましてはこれまで体協とのいろいろな協議を踏まえたり、ゆう

との協議を踏まえたり、市民との協働という形でスポーツ施設の管理、あるいは各種事業

の自主運営等を図ろうとしてきたところでありまして、それにつきましては引き続きゆう

のほうにこれまでの実績を踏まえた中で指定管理をお願いしていきたいという判断をして

いるところでございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 わかりましたとは言えないけれども、これ以上は繰り返しになるのでお

話はしませんけれども、ではＮＰＯ法人ゆうを今回も指定管理者に、来年の４月にお願い

をしよう、最も適しているところであるからお願いをしようとするならば、これももう２

年半前に話をしたことですけれども、今指定管理者のゆうの中では非常に難しい問題が何

点かあるわけです。それは、それこそ２年半前の指定管理を受けるときに私は問題点とし

てお話をしました。そのときは、教育次長は違う方でしたけれども、少なくてもその問題

点というのはあるというふうに言っていらっしゃいます。この問題点が私は今まででどう

いうクリアがされてきて、どういう改善がされてきているのかということをまずお伺いを

したいのですけれども、１点目は体育施設関係と、それから本体であるゆうの会計処理が

全く違うということです。２点目は、同じＮＰＯ法人の職員でありながら、体育関係のほ

うの職員と本体の職員の雇用条件が違うということです。３点目は、実は和泉次長は法制

のほうが長かった方なので、特になのですけれども、教育委員会が指定管理者に対して条

例違反をさせるような行為を私は今しているのではないかというふうに思っている点があ

ります。それは、先ほどから体育施設条例の関係の話もされていて、管理内容はどういう

ものですかというお話を聞いていますけれども、体育施設条例で指定管理者が行う業務と

いうことを条例の第７条で決めているのですけれども、ここは先ほどから言っているよう

にあくまでも簡易であって軽易な業務というふうに限られているのですよね。先ほど次長

もおっしゃった、まずは体育施設の使用申請等の受け付け事務、それから２点目は体育施

設の保守点検及び維持管理に関すること、３点目は体育施設の環境整備に関すること、そ

れからそのほかに体育施設の管理事務のうち軽易な事務、ここに限られているはずなので

すけれども、実は年間の中でアメニティ・タウンすながわマラソン大会、それからドッチ
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ビー大会、それから三角ベースボール大会というのはゆうが主催して、企画してやってい

る事業があります。これは、本体のゆうの指定管理者の条例を見れば、企画運営というふ

うになっていくものですから、当然自主事業をゆうはやっても構いません。でも、この体

育施設の関係においての条例からすれば、今のような企画をするということは条例違反に

なると私は思うのです。それを誰がやらせているかということです。本来であれば、そう

いうことをさせないようにするのが教育委員会だろうというふうに私は思うのですけれど

も、ここのところもずっと私は何年か前から言っていますけれども、何にも改善されない

できょうまできています。先ほど言ったように、この大きく３つの改善しなければならな

い点というのは、この２年半の間でどんな話し合いがされてきたのかお伺いをしたいと思

います。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 まず、１点目の会計処理の違いということでありますけれども、

ゆうと同様の運営の体制が整っていないと、施設の管理運営体制が整っていないという中、

今現在は精算制ということで体育館等については運営をいただいているところであります

が、将来的にゆうと同様な形を目指す中で、ゆうと同様の利用料金制を採用して会計処理

の統一を図ってまいりたいと、そういう課題はゆうと共有してございます。現状なかなか

そういう体制が整っていないということはございますが、そういう課題を共有する中で、

将来の話ということは今現在できることではございませんけれども、協議を続けていると

ころであります。

また、職員の扱いということでありますけれども、この２年半の中では、一部職員につ

きましては３年の雇用契約を結ぶように改善してございます。また、本年度の予算におき

ましては、ゆうのスポーツ部門につきまして報酬等の見直しを図りまして、ゆうの他の職

員との均衡を図るような形で改善を図ってきたところであります。

また、３点目の事業実施につきましては、確かに指定管理者の業務としては入ってきて

はいないところでありますけれども、これらにつきましては補助金の交付ということで、

ゆうとしての事業を実施することに対して補助金を交付するという形で事業を実施してい

ただいております。必ずしもこのことが条例違反になるというふうな判断はしてございま

せんので、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 私が驚くのは、今の次長のお答えが前回の２４年の３月議会の次長のお

答えと同じなのです。この時間って一体何だったのだろうと。それで、市長に答弁立って

もらわなくていいのですけれども、私も議事録をいっぱい読んでおりまして、ちょうどゆ

うが指定管理者を受けるときに同じような指摘をしていきましたけれども、それなりの体

育施設や何かについては、余り教育委員会のことはわかっていないのだけれども、問題点

があるのであれば改善できるようなということはおっしゃられつつ、ただ理事会がもう了
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承しているということなので、越権行為になってしまうのではないかみたいなお話があっ

て、問題点はわかっていただいているのだろうなというふうに私は思っているのですけれ

ども、教育長に最後にお話を伺ったときは、「今後はいろいろな問題点についてはスピー

ド感を持ってしっかりと教育委員会、そしてＮＰＯ法人と協議をしてまいりたいというふ

うに考えております」、こうやってしっかりと教育長は私に答弁、最後の最後の答弁です

けれども、されているのですよ。これが本当にスピード感を持ったことだったのかという

ふうに思うのです。私はなぜ今この話をするかというと、ではいつこの問題点についてゆ

うと話し合いが始まったかといったら、７月とさっきお答えになったでしょう。７月まで

何もしないできていて、これまた７月になってからこの問題を話し合う、理事会で話し合

う、また時間がなくなるわけではないですか、来年３月末で終わるわけだから。前回もそ

うですよ。もう時間がないから何とかゆうに引き受けてもらわないと困る。こういう話の

中で、僕は理事ではないので、理事の皆さんも苦渋の選択をしながら、そこまで言われた

らしようがないね、でもこの３年の中でちゃんと改善してくださいよということは言われ

ているはずなのです。しかも、教育長もスピード感を持ってと私に２年半前に答えている

のです。私は、決して今の現状がスピード感を持ってなんて全然思いません。これがスピ

ード感だとするならば、教育委員会と私の余りにも時間の流れ方の違いというのは驚くば

かりですけれども、本当にこれってよいのでしょうかというふうなことを私は今考えるわ

けですけれども、教育長、いいと思いますか、これ。自分の言葉で言われたことに対して

ですけれども。

〇議長 東 英男君 教育長。

〇教育長 井上克也君 （登壇） 小黒議員の質問でございますけれども、確かに２４年

の３月議会、私最後に各種問題についてはゆうさんとそれぞれ双方でスピード感を持って

協議をしていくというお話をさせていただきました。そこで、先ほど教育次長が申し上げ

たとおり、ゆうの理事会にはオブザーバーとして出席し、意見交換をし、あるいは懇談を

しということで話は進めていますけれども、スピード感という言葉が適切かどうかわかり

ませんけれども、いずれにしてもこの問題については体育施設あるいは公民館を利用され

る方々が快適に、そして安心して利用できるということが一番大事だと思います。そうい

った面でどういう協議をしていくのか、その中にはできれば議員さんがおっしゃるとおり

管理運営、企画を含めて指定管理の方が運営していくことが一番望ましいのではないかと

いう意見もありますけれども、現実問題、ゆうさんと協議を進めていく上では、やはりゆ

うさんにもゆうさんの事情があって、芸術文化の向上であるとか、あるいは中心市街地の

活性化であるとか、そういう取り組みも主なものになっているという状況からいえば、体

育施設はどうするのだという中では、先ほどの繰り返しになりますけれども、利用者の方

々からこれではまずいよという意見を聞いたこともございませんし、また利用者の皆様が

快適に利用されているのであれば、そこはやっぱり是としなければならないというふうに
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考えていますので、必ず今これを改善しなければ、あるいはこれを必ず今検討しなければ

利用者にご迷惑をかける、あるいは利用しづらい状態をつくるという状況ではないという

ふうに判断をしております。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 簡単に言います。教育委員会逃げてしまったのですよ。これは、まずい

なと思いますよ。方向転換するのなら、するでいいです。もうそっち諦めた、今最適なの

はゆうなのだということであるなら、それはそれで今までの教育委員会の考え方と違うの

だな、違ったのだなと。違うことだってあり得るし、そういうこともあってもいいだろう

とは思うのですけれども、でもここに残しておきながら、でもこっちが何とかならないか

ら、やっぱりこっち、でもこっちについても問題点があるのに、結局は僕はまだ解決ちゃ

んとできていないと思うのです。さっき言ったように、これは次長が言った言葉ですけれ

ども、体育施設の関係にしても利用料金制にしていけば、つまり会計も一致になるわけで

すよね。今なら精算制だから、これだけ割り当てられて幾らＮＰＯ法人が努力して利用客

をふやして収益を上げても、結局それがそのまんままた市のほうに戻っていってしまって

ゼロゼロ精算になるわけですから、ここには頑張ろうとするモチベーションは一つも上が

ってこないわけです。そういう仕組みなのです。その仕組みをそのまんまにおいておいて、

さあ、あなたたちが最適なのだからやってくださいと、それちょっと無責任過ぎませんか。

もう一つ問題なのは、もしこの先利用料金制にして、お客さんをふやすことによって収

益が上がったら給料にはね返ってくるというようなことを考えているのであるならば、僕

は利用料金を下げるときにこれはＮＰＯ法人に当然相談しなければいけない問題だと思う

のです。あのとき聞いたら、要するに体育館の使用料金は２００万円下がるというわけで

す。収益２００万下がるということは、物すごく大きいことではないですか、それ維持管

理する側にとってみれば。そういうことを市が勝手に、教育委員会が勝手にやっていって、

それでいて今後は利用料金制にしていきたい。全然論理が一貫していないし、方向性が一

致していないと私は思うのですけれども、どうですか。本当にこれでやっていっていいと

思うのですか。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 今料金の値下げのお話がございました。指定管理制度におきま

して利用料金制を採用することになったとした場合につきましては、その時点の収益など

も勘案した中で指定管理料を算定していくことになると考えてございます。今現在下がっ

た使用料金のもとに、今後におきましてもし利用料金制を採用することになった場合につ

きましては、その損失分は指定管理料として当然算定していかなければならないというこ

とを考えてございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 もうこれ以上言うのも嫌だし、問題点というのははっきりしている点だ
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し、教育委員会も当然わかっていらっしゃることだというふうに思いますので、できれば

今後の来年４月、指定管理を指定する、本当にもうちょっと時間ないですけれども、積極

的に改善が行われるような方向性で進んでいっていただきたいというふうに私は思ってお

りますけれども、要望で終わるのも嫌ですから、その点についてはどうお思いでしょうか。

〇議長 東 英男君 教育長。

〇教育長 井上克也君 また来年の３月で３年間の指定期間を終えるわけです。そしてま

た、２７年度以降についても次長答弁申し上げましたとおりその方向で協議を進めている

ところでありますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、改善点、改良点に

ついては十分にゆうの役員の方々と協議をしてまいりたいという姿勢は変わっておりませ

んので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 一般質問は全て終了いたしました。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時４４分

再開 午後 １時００分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第２ 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

〇議長 東 英男君 日程第２、議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題とします。

議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてご説明を申し上げます。

変更の理由でありますが、北海道市町村職員退職手当組合の構成団体として、新たに根

室北部廃棄物処理広域連合が加入することに伴い、本規約の一部を変更しようとするもの

であります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。北海道市町村職員退職手当組合

規約の一部を変更する規約でありますが、変更の内容につきましては３ページ、議案第７

号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側

が変更後となっており、変更部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

別表（根室）の項中「中標津町外２町葬斎組合」を「中標津町外２町葬斎組合 根室北

部廃棄物処理広域連合」に改めるものであります。

附則として、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の

日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
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〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第７号の質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第７号の質疑を終わります。

続いて、議案第７号の討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第７号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第３ 議案第８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について

〇議長 東 英男君 日程第３、議案第８号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。

議案に対する提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 議案第８号。ただいま上程をいただきました砂川市教育

委員会委員の任命についての同意を求める案件でございますけれども、現委員でございま

す中村吉宏氏は平成２６年１０月２７日をもって任期が満了となりますので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づきまして、次の者を任命いたし

たいと存じます。

記名してございます中村吉宏氏にお願いをしたいと存じますので、よろしくお願いをい

たします。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第８号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。
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◎日程第４ 議案第９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき承認

を求めることについて

〇議長 東 英男君 日程第４、議案第９号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任

につき承認を求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 議案第９号。ただいま上程をいただきました砂川市固定

資産評価審査委員会委員の選任についての承認を求める案件でございますけれども、委員

でありました菅原英雄氏は一身上の都合により辞任されたため、地方税法第４２３条第４

項の規定により平成２６年７月１４日に藤原鉄雄氏を選任いたましたので、同法同条第５

項の規定に基づきましてご承認をお願いいたしたいと存じます。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご承認をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第９号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。

本案を、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は承認することに決定いたしました。

◎日程第５ 議案第１０号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについて

〇議長 東 英男君 日程第５、議案第１０号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました砂川市固定資産評価審査

委員会委員の選任についての同意を求める案件でございますけれども、現委員でございま

す堀下義雄氏は平成２６年９月３０日をもって任期が満了となりますので、地方税法第４

２３条第３項の規定に基づきまして、次の者を選任いたしたいと存じます。

記名してございます栗井久司氏にお願いをいたしたいと存じますので、よろしくお願い

をいたします。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第１０号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。
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本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。

◎日程第６ 議案第１１号 平成２５年度砂川市一般会計決算の認定を求めるこ

とについて

議案第１２号 平成２５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認

定を求めることについて

議案第１３号 平成２５年度砂川市下水道事業特別会計決算の認定

を求めることについて

議案第１４号 平成２５年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を

求めることについて

議案第１５号 平成２５年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の

認定を求めることについて

議案第１６号 平成２５年度砂川市病院事業会計決算の認定を求め

ることについて

〇議長 東 英男君 日程第６、議案第１１号 平成２５年度砂川市一般会計決算の認定

を求めることについて、議案第１２号 平成２５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の

認定を求めることについて、議案第１３号 平成２５年度砂川市下水道事業特別会計決算

の認定を求めることについて、議案第１４号 平成２５年度砂川市介護保険特別会計決算

の認定を求めることについて、議案第１５号 平成２５年度砂川市後期高齢者医療特別会

計決算の認定を求めることについて、議案第１６号 平成２５年度砂川市病院事業会計決

算の認定を求めることについての６件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第１１号 平成２５年度砂川市一般会計決算の

認定を求めることについてご説明を申し上げます。

初めに、決算の概要についてご説明を申し上げます。平成２５年度各会計歳入歳出決算

書の３ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計の歳入総額は１２１億９，２９

１万４，７０３円、歳出総額は１１６億９，５０４万８，６７５円で、差し引き４億９，

７８６万６，０２８円の剰余金を生じる決算となったところであります。

次に、歳入の構成比を見ますと、自主財源は全体の３１．７％で前年比１．３ポイント

の減、依存財源は６８．３％で前年比１．３ポイントの増となったところであります。な

お、自主財源及び依存財源の主な内訳は記載のとおりでありますが、２６９ページに決算

の財源推移として資料を添付してございますので、後ほどご高覧をいただきたいと存じま
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す。

次に、歳入決算額の対前年度比較でありますが、３ページの市税から４ページの市債ま

で主な増減理由を付して記載しておりますので、内容につきましては説明を省略させてい

ただきますが、全体的に申し上げますと、市たばこ税の増などによる市税の増、総合体育

館耐震改修等事業に係る社会資本整備総合交付金事業費補助金、国の緊急経済対策に伴う

地域の元気臨時交付金事業費補助金などの国庫支出金の増、過疎対策事業債、臨時財政対

策債などの市債の増のほか、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付

金、道支出金、寄附金、繰入金などが増加となったところでありますが、震災復興特別交

付税の減による地方交付税の減、土地売り払いの減などによる財産収入の減のほか、地方

譲与税、繰越金などが減少となり、歳入総額では前年度と比較して２億６，７５４万８，

５１１円の増となったところであります。

次に、歳出決算額の対前年度比較、性質別でありますが、４ページの人件費から５ペー

ジの普通建設事業費まで主な増減理由を付して記載しておりますので、内容につきまして

は説明を省略させていただきますが、全体的に申し上げますと、戸籍の電子化に伴う委託

料などの物件費の増、病院会計繰出金などの繰出金の増、総合体育館耐震改修等事業、防

犯灯ＬＥＤ工事などによる普通建設事業費の増などにより増加となったところであります

が、財政調整基金積立金の減による積立金の減、元金償還の減による公債費の減、企業振

興促進補助金の増はありましたが、砂川地区保健衛生組合、中・北空知廃棄物処理広域連

合及び砂川地区広域消防組合に係る負担金並びに農業体質強化基盤整備促進事業補助金な

どの補助費等の減のほか、人件費、維持補修費などが減少となり、歳出総額では前年度と

比較して３，４６８万４，０４７円の増となったところであります。なお、２７０ページ

に歳出性質別決算の推移として資料を添付しておりますので、後ほどご高覧を賜りたいと

存じます。

次に、５ページの主な財政分析指標の推移でありますが、初めに経常収支比率でありま

すが、毎年度経常的に収入され、かつその使途が制限されない市税、地方譲与税、普通交

付税などの一般財源が経常的に支出する人件費、物件費、公債費などの経費にどの程度充

当されているかを示したものであり、この率が高いほど財政の弾力性が乏しいことになり、

平成２５年度は２４年度と比較して７．８ポイント減の８３．０％となったところであり

ます。

次に、財政力指数でありますが、普通交付税算定における基準財政需要額に対する基準

財政収入額の割合の３カ年間の平均値を示したものであり、この率が１００％に近いほど

普通交付税の交付率が低く、普通交付税算定上の留保財源が多いことになり、財源に余裕

があるということになりますが、平成２５年度は２４年度と同じ率の３０．２％となった

ところであります。

次に、公債費比率でありますが、この率は一般財源の標準的な大きさを示す標準財政規
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模から災害復旧費等として普通交付税に算入された公債費を除いた額に対する地方債の元

利償還金から、元利償還金に充当した特定財源と災害復旧費等として普通交付税の基準財

政需要額に算入された公債費を除いた額の割合であり、地方債発行規模の妥当性を判断す

るための指標として、この率が高いほど公債費の負担が重く、財政構造が硬直化している

と判断されるものであり、平成２５年度は２４年度と比較して公債費の減少などにより２．

２ポイント減の１３．０％となったところであります。

また、起債制限比率でありますが、先ほどの公債費比率の積算額から基準財政需要額に

算入された事業費補正の公債費をそれぞれ除いた額に対する割合の過去３カ年の平均値で

あり、平成２５年度は２４年度と比較して公債費の減少などにより１．４ポイント減の１

０．９％となったところであります。

以上、平成２５年度一般会計決算の概要について申し上げましたが、６ページから１３

ページには一般会計歳入歳出決算書、１４ページから１７ページには一般会計歳入歳出款

別決算内訳書、１８ページから２６５ページには予算書に基づく一般会計歳入歳出決算事

項別明細書、２６６ページには実質収支に関する調書、２６７ページから２８２ページに

は各表に基づく一般会計決算説明書、５０６ページから５１２ページには財産に関する調

書を添付しておりますので、ご高覧をいただき、よろしくご審議を賜りますようお願い申

し上げます。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第１２号、第１４号及び第１５号につい

てご説明申し上げます。

初めに、議案第１２号 平成２５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求める

ことについてご説明申し上げます。

決算書の２８３ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初

めに一般概要について申し上げます。平成２５年度の財政運営は、財政健全化に対処する

ことを基本として保険税の税率を据え置いて運営したところであります。昨年に引き続き

経営姿勢が認められ、特別調整交付金１，８００万円の交付があったところであります。

給付状況では、一般分の療養給付費で１３億８，８０９万２，７６８円、高額療養費で１

億９，４５３万４，６２６円、退職者の療養給付費で１億２４６万９，８１１円、高額療

養費で１，７４０万３，８３６円となり、保険給付費全体では前年度に比べ５．８％の減

となったところであります。保険給付費は減少したものの、制度上、国庫支出金及び共同

事業交付金等がさらに減少したため歳入に不足が生じたことから、基金繰り入れにより収

支均衡を図ることとしましたが、歳入総額２４億８，５２３万８，８４１円に対し、歳出

総額２４億８，９７５万２，３６３円となり、差し引き不足額４５１万３，５２２円を翌

年度繰り上げ充用金により充用したところであります。

歳入につきましては、保険税の収入合計は３億４，９４０万９，４３４円で、前年度に
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比べ７０８万５，０２６円の減となっておりますが、現年度分収入率は９６．８％で前年

度に比べ０．４％の増となったところであります。歳入総額に対する構成比は１４．１％

となり、前年度に比べ０．３％の増となっており、１世帯当たりの納税額は１１万７，０

１４円となったところであります。国庫支出金の収入済額は５億９，４３０万５，６６７

円となり、構成比は２３．９％と前年度に比べ２．６％の減となったところであります。

療養給付費交付金は１億５，６３９万３，０００円、前期高齢者交付金は７億８，０５１

万５，０２３円で構成比が３１．４％と一番高く、一般会計繰入金は１億５，４３６万３，

８９３円、国保基金から６，５７７万２，８０３円の繰り入れを行い、その他、共同事業

交付金２億５，２３４万９，３７１円、道支出金１億２，７８４万７，３４７円と諸収入

等を加えた歳入総額は２４億８，５２３万８，８４１円となり、前年度決算額と比較して

９，７４６万９，２９０円の減となったところであります。

歳出につきましては、総務費は５，３３８万７，４６１円、保険給付費は１７億１，８

６０万６，９３１円で、前年度に比べ１億５５４万４０２円の減となり、構成比が６９．

０％と一番高く、後期高齢者支援金等は２億４，４８２万９，０７６円、介護納付金は１

億４９３万２，９５７円であります。その他、共同事業拠出金２億９，０００万６，７５

１円、保健事業費１，５１４万７，５９２円、諸支出金等を加えた歳出総額は２４億８，

９７５万２，３６３円となり、前年度決算額と比較して９，０７７万５，６４２円の減と

なったところであります。

２８４ページ以降は決算書、款別決算内訳書、決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書であり、３６２ページには関連調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１４号 平成２５年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求める

ことについてご説明申し上げます。

決算書の４０６ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初

めに一般概要について申し上げます。平成２５年度の財政運営は、介護保険事業を円滑に

実施することを基本として運営に当たり、歳出総額１６億２，１３６万１，２９４円で、

歳入総額は１６億３，０７６万６，１４９円となり、差引額は９４０万４，８５５円で、

その内訳は国庫負担金等の過交付９３３万４，９５５円、保険料の還付未済等６万９，９

００円によるものであります。なお、過交付及び還付未済となったものは、翌年度におい

て返還及び還付するものであります。

歳入につきましては、第１号被保険者保険料は２億８，９３１万８４２円、国庫支出金

は４億６４９万３，１０７円、道支出金は２億５，０２１万１，５４９円、支払基金交付

金は４億５，１６１万３，７５５円、繰入金は２億２，５２９万７，５２２円、繰越金は

３８０万９，３２２円、これに分担金及び負担金３３１万４，９００円、財産収入５５万

１６２円、諸収入１６万４，９９０円を加えた歳入総額は１６億３，０７６万６，１４９
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円となり、前年度決算額と比較して４，４４８万７，０３４円の増となったところであり

ます。

歳出につきましては、総務費は１，３４８万２，８４６円、保険給付費は１５億４，３

００万５，２２７円、地域支援事業費は５，０８２万１，４４４円、諸支出金は３９０万

７，５９６円、これに基金積立金９９４万４，１８１円、公債費２０万円を加え、歳出総

額は１６億２，１３６万１，２９４円となり、前年度決算額と比較して５，０１９万４，

３４９円の増となったところであります。

なお、４０７ページ以降は決算書、款別決算内訳書、決算事項別明細書及び実質収支に

関する調書であり、４７２ページには関連調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１５号 平成２５年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を

求めることについてご説明申し上げます。

決算書の４７３ページをお開きいただきたいと存じます。決算の概要でありますが、初

めに一般概要について申し上げます。平成２５年度の財政運営は、後期高齢者医療制度を

円滑に実施することを基本として運営に当たり、歳出総額は５億５，００４万２，６８１

円、歳入総額は５億５，０２６万１，４１６円となり、差し引き２１万８，７３５円を翌

年度へ繰り越したところであります。

歳入につきましては、後期高齢者医療保険料２億１，５１５万７，５３５円で、現年度

分の収入率は９９．９％で前年度と同率となり、歳入総額に対する構成比３９．１％とな

ったところであります。一般会計繰入金は３億３，２３１万２１１円、その他、繰越金３

６万４，２００円、後期高齢者医療広域連合交付金２０万３，０７０円と諸収入２２２万

６，４００円を加えた歳入総額は５億５，０２６万１，４１６円となり、前年度決算額と

比較して１，０３４万４，５３２円の増となったところであります。

歳出につきましては、総務費２１８万６，５７９円、後期高齢者医療広域連合納付金の

うち療養給付費は２億６，３７３万１，０９２円で、前年度に比べ１，３６０万１０９円、

５．４％の増となり、事務費分５０１万２，０００円、保険料分２億１，５３０万３，０

００円、保険基盤安定分６，１５６万６，５０６円を加えた総額は５億４，５６１万２，

５９８円となり、前年度に比べ９６６万１，０６８円の増となったところであります。そ

の他、保健事業費１９０万８０４円と諸支出金３４万２，７００円を加えた歳出総額は５

億５，００４万２，６８１円となり、前年度決算額と比較して１，０４８万９，９９７円

の増となったところであります。

４７４ページ以降は決算書、款別決算内訳書、事項別明細書及び実質収支に関する調書

であり、５０５ページには関連調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。
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〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第１３号 平成２５年度砂川市下水道事業特別

会計決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。

決算書の３６３ページ、決算の概要をごらんいただきたいと存じます。初めに、一般概

要でありますが、平成２５年度の公共下水道整備事業は、空知太東地区で浸水対策として

雨水管整備を行うとともに、長寿命化計画に基づきポンプ場の改築整備を行ったところで

あります。平成２５年度末の下水道普及率は９２．９％、水洗化率は９７．８％で、下水

道水洗化の普及促進を図りながら下水道施設の効率的な活用に努めてきたところでありま

す。また、個別排水処理施設整備事業は、平成８年度から事業に着手し、生活排水の適正

な処理を図るため合併処理浄化槽の普及に努めてまいりましたが、平成２５年度末現在で

１４５基を設置したところであります。平成２５年度の収支でありますが、歳入総額９億

５，１７３万５，０１０円に対し、歳出総額９億５，１４２万９，０１４円となり、差し

引き３０万５，９９６円を翌年度へ繰り越すものであります。

次に、歳入でありますが、分担金及び負担金は３５２万３，９７０円、使用料及び手数

料は３億９，２４５万４，３９０円、国庫支出金は７，２８６万４，７５０円、繰入金は

１億７，２６０万８，０００円、諸収入は３５３万４，２６７円、市債は３億６３０万円、

前年度繰越金は２６万５，１６９円、財産収入は１８万４，４６４円で、歳入総額は９億

５，１７３万５，０１０円となり、前年度決算額と比較して７８７万４，３３３円の増と

なったところであります。

次に、歳出でありますが、下水道費は３億１，７３４万３，１５１円、個別排水処理事

業費は１，４１９万１，９６５円、公債費は６億１，９８７万１，７５８円、諸支出金は

２万２，１４０円で、歳出総額は９億５，１４２万９，０１４円となり、前年度決算額と

比較して７８３万３，５０６円の増となったところであります。

以下、３６４ページから４０５ページまでは関連する調書でありますので、お目通しを

いただき、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 議案第１６号 平成２５年度砂川市病院事業会

計決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。

平成２５年度病院事業会計決算書の２５ページをごらんいただきたいと存じます。平成

２５年度は、地域がん診療連携拠点病院として専門的がん治療を行うため、がん温熱療法、

ハイパーサーミアを開始するとともに、血管造影エックス線診断装置を設置したハイブリ

ッド手術室を整備するなど、さらなる救急医療体制の充実を図り、高度専門医療を提供す

る環境を整えたところであります。また、外来の待ち時間対策の一環として、携帯メール

呼び出しサービス、診察待ち状況確認サービス及び順番検索サービスの導入をしたところ

であります。経営面では、入院、外来において１人当たりの診療単価の増などにより一定

程度の収益を確保したものの、経費の増加や建物、医療機器に係る多額の減価償却費を計
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上するなど引き続き大変厳しい状況にあります。このような中、収入確保、増加対策、経

費節減、抑制対策などを実施し、地域医療の維持発展に努めたところであります。また、

病院経営の強化を図るため、経営形態を地方公営企業法の一部適用から全部適用へ移行す

る準備を進め、平成２６年４月から全部適用へ移行するとともに、病院事業管理者を設置

したところであります。診療体制整備では、医療技術員の増員、救命率の向上を目的とし

たドクターカーの運用開始、入院患者の口腔ケアを目的とした歯科を開設するなど、地域

センター病院、地域救命救急センターとしての役割を果たすため診療体制の充実と強化を

図りながら、良質で安全な医療の提供と患者サービスの向上に取り組んでまいりました。

診療施設整備では、ハイブリッド手術室関連機器、下肢静脈瘤治療用半導体レーザー装置

など７０品目の医療機器などの取得及び更新を図ったところであります。

それでは、まず患者数でありますが、入院患者数は１３万８，８３３人で、前年に比べ

４，９９８人の減となり、外来患者数は２６万４，９６１人で、前年に比べ２，１９４人

の増となりました。次に、収益的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、収益

的収入は１１７億１，９６４万６，０００円で、前年より１億４，７６０万円の増で、収

益的支出は１２４億１，４５１万１，０００円で、前年より３億６，９７２万５，０００

円の増となり、収支差し引き６億９，４８６万５，０００円の純損失となりました。次に、

資本的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、資本的収入は９億３，９０３万

４，０００円で、内訳は建設改良に充てる企業債５億５，７１０万円、投資償還金９８３

万１，０００円、道補助金１億５２０万２，０００円、一般会計出資金２億６，４５７万

１，０００円、寄附金２３３万円であります。資本的支出は１４億８，５０２万５，００

０円で、内訳は院舎改修費１億７，７１８万２，０００円、資産購入費５億２１９万５，

０００円、企業債償還金７億９，３８４万９，０００円、投資１，１７９万９，０００円

であります。なお、企業債未償還残高は１６０億２，６２８万３，０００円となっており

ます。

２６ページから３２ページまでは関連資料となっておりますので、ご高覧いただき、よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で各議案に対する提案説明を終わります。

続いて、監査委員から監査意見の開陳を求めます。

監査委員。

〇監査委員 奥山 昭君 （登壇） 地方自治法第２３３条第２項、同法２４１条第５項

及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２５年度一般会計、

特別会計及び病院事業会計決算並びに基金運用状況の審査概要についてご報告申し上げま

す。

審査意見書の１ページをごらんください。審査の方法は、提出された各会計の決算書及

び決算附属書類並びに基金運用状況調書に基づき、計数の正確性、適法性、予算執行の適
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否等を主眼として審査を行った結果、決算書及び附属書類は関係法令に基づいて作成され、

計数は正確で適切に処理されており、財産の管理状況も適正に行われていることを認めた

ところであります。

２ページ目の決算概要を申し上げますと、一般会計で歳入総額１２１億９，２９１万４，

７０３円に対し、歳出総額１１６億９，５０４万８，６７５円で、歳入歳出差し引き４億

９，７８６万６，０２８円の剰余金が生じた決算となっております。特別会計では、下水

道事業特別会計で３０万５，９９６円、介護保険特別会計で９４０万４，８５５円、後期

高齢者医療特別会計で２１万８，７３５円の剰余金を計上しておりますが、国民健康保険

特別会計で４５１万３，５２２円の不足を生じたため、翌年度の歳入でその不足分を補填

する決算となっております。

病院事業会計は、砂川市公営企業会計決算審査意見書の４ページの経営状況についてを

ごらんいただきたいと存じます。平成２５年度は、事業収益１１７億１，９６４万５，５

９７円に対し、事業費用１２４億１，４５１万８３３円で、差し引き６億９，４８６万５，

２３６円の純損失となっております。

一般会計及び特別会計には、効率的で有効性に富む行政運営と適正で健全な財政の確保

を望むとともに、病院事業会計には患者目線に立った医療行為と経営の改善努力を期待し、

報告といたします。

〇議長 東 英男君 これより各議案に対する総括質疑を行います。

初めに、議案第１１号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

土田政己議員。

〇土田政己議員 （登壇） ただいま上程されました議案第１１号 平成２５年度砂川市

一般会計決算について、大きく３点について総括質疑をしたいと思います。

まず、第１点目は、市税の不納欠損についてであります。前年度比で市民税で６１．５

％、固定資産税で１７２．８％、都市計画税で１７８．８％と不納欠損が大幅に増加して

おりますが、その主な要因についてお伺いをいたします。

次、２点目は、生活保護費についてであります。決算書を見ると、生活保護費の執行率

は９４．２％で３，０００万円を超える不用額を生じています。また、事務報告書による

と、砂川市の生活保護受給者は前年度比で年間１３７世帯、月平均１１世帯と大幅に減少

し、扶助費も前年度比で１，２００万以上も減っていますが、全国的に生活保護受給者が

増加傾向にある中、市の受給者が大きく減少しているその主な要因についてお伺いをいた

します。

３点目に、就学援助についてであります。前年度に比べて就学援助の受給者が大きく減

少していますが、その要因についてお伺いし、第１回目の質疑といたします。

〇議長 東 英男君 土田政己議員の１回目の総括質疑に対する答弁は休憩後に行います。
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１０分間休憩します。

休憩 午後 １時４５分

再開 午後 １時５５分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

土田政己議員の１回目の総括質疑に対する答弁を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 私のほうから平成２５年度決算の関係で、市税の不

納欠損額が大幅に増加している要因についてご答弁を申し上げます。

不納欠損処分につきましては、滞納している徴収金がさまざまな理由により今後におい

ても徴収の見込みがないものについて法令に基づき処分を行うもので、平成２５年度にお

きましても例年と同様に５年を経過して消滅時効となる平成２０年度以前の滞納分につい

て、一部納付継続を行っているものや滞納処分等で時効が中断しているものを除き、処分

を行うとともに、滞納処分執行停止後３年経過による欠損処分、倒産、廃業などで財産が

ないものに対して行う即時欠損による処分を行ったところであります。平成２５年度にお

きましては、時効による欠損が１，６８４万９，０００円、執行停止による欠損が３２万

１，０００円、即時欠損が１，３４５万５，０００円で、市税全体では３，０６２万５，

０００円の不納欠損額となり、昨年度と比べ１，７２０万７，０００円の増となりました。

平成２５年度は、即時欠損を行ったものが多く、平成２４年度と比較いたしますと１，３

２７万５，０００円増加したものであり、企業などが倒産、廃業、あるいは個人の自己破

産などで破産手続が行われ、財産が処分されたものの、最終的に一部の配当で終わったも

のや負債などが多く無配当に終わったことにより、資産整理が終了した中で今後の納付が

見込まれないことから欠損処分を行ったことが大きな要因となっているところでございま

す。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から生活保護費について、全国的に生活保護費が

増加している中、市内の受給者が前年度より減少している要因についてご答弁を申し上げ

ます。

初めに、生活保護費にかかわる不用額につきましては、主に医療費の減少等による医療

扶助の減により約３，１００万円の不用額が生じたものであります。

次に、生活保護受給者の減につきましては、全国における生活保護受給者数は平成７年

度を底に増加に転じ、平成２３年７月に現行制度下で過去最高となって以来、引き続き増

加傾向が続いておりましたが、平成２６年２月時点の生活保護受給世帯数が１５９万８，

８１８世帯となり、１７年５カ月ぶりに被保護世帯が減少し、保護受給者の対前年同月の

伸び率も減少傾向にあるとされています。厚生労働省では、有効求人倍率や完全失業率が

改善したことが減少につながったとの見解を示しておりますが、本年６月現在、被保護世
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帯数は約１６０万世帯、受給者数は約２１５万人であり、依然として高い状況にあります。

このような状況の中、本市における生活保護の動向につきましては、近年保護率が増加傾

向にありましたが、平成２５年度末現在の被保護世帯数は２０９世帯であり、対前年度比

で１７世帯の減、被保護人員は３１１人で対前年度比で９人の減となっており、保護率で

は対前年度比０．３パーミル減の１７．１パーミルとなっているところであり、被保護世

帯数及び被保護人員、保護率ともに前年度と比較して減少したところであります。これら

の減少した要因としまして、１つには管内の雇用情勢が改善傾向にあることが要因と分析

しているところであり、滝川管内における有効求人倍率を見てみますと、平成２４年３月

で０．４５倍、平成２５年３月で０．６１倍、平成２６年３月で０．８４倍と近年改善傾

向にあります。また、そのほかにも保護世帯への個別対応として、就労可能と判断された

世帯に対しハローワークと連携した就労指導、巡回相談を実施してきたことに加え、他法

施策の活用として障害年金等の受給資格取得に向けた再検討、再点検を実施するなど、被

保護世帯収入の増加に向け取り組みを進めてまいりました。その結果、自立可能な収入を

得る者、年金受給資格取得で扶養親族の引き取りが容易になった者などが増加し、生活保

護受給者の減少につながったものと考えております。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） ３点目の就学援助受給者の減少の要因についてご答

弁申し上げます。

平成２５年度決算における就学援助受給者につきましては、小学校では１９３名で対前

年度比２８名の減、中学校では１２９名で対前年度比２名の増、小中学校全体では３２２

名で対前年度比２６名の減となっております。また、認定率につきましては、平成２５年

度小学校では２２．７％で対前年度比２．０％の減、中学校では平成２４年度、平成２５

年度ともに２６．６％で対前年度比ゼロ％、小中学校全体では２４．１％で対前年度比１．

２％の減となっております。受給者の減少の要因といたしましては、平成２５年５月１日

の学校基本調査における児童生徒数が小学校で対前年度比４１名の減、中学校で対前年度

比９名の増となっており、中学校においては大きな変動はなかったことから、景気の動向

などによる影響は考えられるものの、小学校における児童数の減少が受給者減少の要因と

考えているところでございます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 それでは、再質疑をさせていただきます。２回目の質疑をさせていただ

きますが、まず市税の不納欠損についてであります。

ただいま総務部長から企業倒産とか廃業とか、いろんな事情で不納欠損が２４年度より

もふえたというか、５年前の話ですから、なのですが、この市税滞納者の不納欠損の中に

は砂川市以外の方とか、あるいはまた海外資産所有者などがいるのかどうなのか。さらに、

税の滞納の状況もあるのですが、私はこの不納欠損が非常にふえたということが気になる
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わけで、税金をやはり納税する義務があるわけなのですが、これが回収できないというの

は非常に市財政にとっても大きな影響を及ぼすことでもありますので、改めてその辺市外

の状況とか海外資産の状況などについて、それから今後の市の不納欠損を減少させていく

ための対応についてもお伺いしたいというふうに思っております。

次に、生活保護受給についてのご説明がありましたが、部長のお話のとおり平成２６年

度になってからは全国的には生活保護者が少し減少傾向に一時はあったのですが、また現

在ふえておりますし、平成２５年度は全国的には増加傾向にあった中で砂川市が大きく減

少しているというような状況なのですが、まずお伺いしたいのは、砂川の受給率は１７．

１と言いましたか、なのですが、道内の平均とか近隣市町の状況についてお伺いしたいな

というふうに思っています。私は、砂川の受給率が非常にパーセントでも低いような気が

いたしますので、お伺いしたいというふうに思います。

それからまた、生活保護申請者あるいは生活保護受給者への対応についても砂川市の場

合は非常に厳しいというふうに伺っています。私もこの半月間に６件も生活保護の相談を

受けまして、議員になって初めてです、半月間に６件というのは。年間についてはたくさ

んの相談があるのですが、それらも砂川市の生活保護受給者の減少になっているのでない

かと。先ほど言われましたように、就職の指導とか、あるいはいろんな指導がなされてい

るわけなのですが、その対応がやっぱり非常に厳しいのでないかなというふうに思ってい

るわけですが、その辺の保護受給者への対応についてお伺いしたいなというふうに思いま

す。

３つ目は、就学援助については今説明ありましたように児童数が減ったからだと、小学

校は、というふうに言われたのですが、ただ率は児童数に関係ないのですよね。２２．７

％で前年比２．３％というふうに減っていますから、これは児童数が減っただけの要因で

はないのでないかなというふうに思っておりますので、認定基準の見直しがあったのかど

うなのかということと、また申請世帯の中で非認定世帯というのが結構あるのですけれど

も、この非認定世帯、申請したのだけれども認定されなかった世帯、これは事務報告書に

よると結構あるように見受けられるのですが、その主な要因についてもお伺いをしたいな

というふうに思っております。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 市外、あるいは海外の納税義務者ということの不納欠損等の対

応ということだったと思います。基本的には固定資産税は、やはり法人等が所有者になる

ことも多いですので、どうしてもほかの税に比べますと市外、あるいはまた海外の方が納

税義務者となるケースも多くあります。その中で固定資産税につきましては、納税義務者

が市内に住所を有しない場合には納税管理人というものを定めるということになっており

まして、基本的にはその納税管理人が納税に関する一切の責任を負うということになって

おります。しかし、制度上はそうなっておりますけれども、なかなかその実効性も難しい
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ところもございます。市外、海外の方がどのような納税状況にあるかというのは、個人情

報等もあって難しいところではございますけれども、実際海外の方で資産をお持ちの方に

つきましては、現在納税管理人の方を定めていただいていますので、そのような状況の中

で推移をしているところでございます。あと、市外の方になりますと、なかなか納税のい

ろいろなコンタクトをとるのも難しいという部分がありますので、そちらにつきましては

今までも行っております督促状ですとか催告書を送るなり、あるいはできるものであれば

直接面談して納税についての周知をしていくという形をとりたいというふうに思っていま

す。今回固定資産税のほうで多額の即時欠損も行っておりますけれども、こちらにつきま

しては対象者を見てみますと市外の法人も多くありますので、このような形になりますと

額も大きなことになる場合もあります。これらについては、いろいろ情報収集をしながら

そのような形の中で滞納とならないような取り扱いをしてまいりたいと考えているところ

でございます。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、私のほうから生活保護の関係２点ほどお話ありまし

たので、お答えをさせていただきたいと思います。

まず、生活保護率の関係でございますけれども、全道、それから近隣ということでござ

いますので、まず全道、これは３５市に１４の郡部を足しますので、全部で４９カ所とい

うことになりますが、そのうち保護率の低いところからいきますと、１位が名寄市で９．

８パーミルということになっています。砂川市は、下のほうから１５番目で１７．１パー

ミルということになっております。それから、北海道全体の平均でいきますと３１．５パ

ーミルということになってございますので、こちらのほうは２６年６月現在の統計という

ことになってございます。また、同じ２６年６月現在の統計で空知管内、これ空知１０市

と郡部の空知振興局管内１つを足した１１のところでいきますと、砂川市は１７．１パー

ミルで、下のほうから１番目ということで一番保護率が低いということになってございま

す。ちなみに、２番目は滝川市で１７．２パーミル、それから３番目は空知振興局の１７．

７パーミル、それから１１のうち一番保護率が高いのは歌志内市で４３．３パーミルとい

うことになってございます。

次に、申請の関係でございますけれども、まず申請を受けるのが厳しいのではないかと

いうことでございますけれども、こちらのほうはいろんな要素がございますけれども、砂

川の場合は適切に処理をしているというふうに考えております。それから、就職指導と、

就労指導ということでございましたが、これは本人ですとかケースワーカー、それからハ

ローワークも含めて指導を行っているという部分と、それから直接保護のほうに事業者の

ほうからこういう方を雇用したいのだけれどもという場合がございますので、その場合は

ケースワーカーと本人と事業主さんとお話をさせていただくということになっていますが、

いずれにしても就労いただくためには本人のご同意をいただくということになってござい
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ますし、もし何か身体的にあるのであれば、これは保護係のほうもケースワーカーのほう

も医師のほうの相談をしながら適切かどうかというものを確認しながら相談に応じる、あ

るいは指導を行うというような状況になってございます。また、１回目でご答弁申し上げ

ましたけれども、例えば障害年金の関係におきましては、これは毎年毎年やっているので

すが、実は平成２５年度においてはその年度内で受給された方が５名おられまして、扶養

義務者が引き取られる場合、つまり障害年金をもらったので、そこで廃止ということでは

なくて、障害年金をいただいて所得がふえたおかげで扶養義務者が引き取ってくれたと、

こういうケースが２４年度から２５年度にかけては数件ふえているというような状況もご

ざいますので、ここの１７．１パーミルについてはいろいろなそういう状況が絡んで今現

在こういう状況にあるというふうに認識してございます。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 まず、認定基準の見直しは行ったかというご質問でございまし

た。認定基準につきましては、生活保護基準の１．３倍未満という収入基準を設けており

ますが、これについては一切変更してございません。

次に、非認定世帯が多いというご質問がございました。平成２５年度決算におきまして

は、小学校で３０世帯、対前年度比７世帯の増、中学校で１６世帯、対前年度比６世帯の

増と非認定世帯は増加傾向にあります。これの要因についてでありますが、先ほどご答弁

申し上げましたとおり児童数は減少している現状があるのですが、申請者数は逆に増加し

ているという傾向がございます。その中で基準の見直しは行っていないということから、

制度の利用を希望する世帯が純粋に増加しているものではないかという分析をしていると

ころでございます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 それでは、最後になりますが、第１点目の市税の不納欠損については担

当者の方も大変苦労されておりますし、特に市外の方は大変だというふうには思うのです

が、できるだけ不納欠損を出さないように事前からの対応をぜひしていただきたいなとい

うふうにお願いをしておきたいと思います。

次に、生活保護受給率の関係では、北海道の平均に比べても砂川市は半分以下ですし、

近隣市町村というか、空知管内でも一番下、少ない、だから本当は生活が豊かでいいとい

うことになるのです。でも、そういうふうに受け取るのが本当なのですが、しかし実態は

そうなのだろうかと。砂川市だけが景気がよくて仕事があって市民の皆さんの生活がいい

のだろうかというと、私はそうではないのでないかというふうに思うのです。先ほど言い

ましたように、受給者なり、あるいは申請者、あるいは受給関係者に対する対応が管内で

最も低い率になっているのではないかというふうに受け取ります。今部長も言われました

けれども、就職のあっせんについても業者とのあっせんというのがございますね。具体的

な事例、私も余り言いたくありませんですけれども、実際には仕事の中身が全く違うと、
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行ってみたら。確認したら、そうではない、役所ではそうだと、この仕事だと言うのです

が、だからその業者が、信頼できる業者を市があっせんしているのかどうなのかというの

もありますし、それから就労についても強い指導があるという点でいえば、今確かに本州

のほうは景気がいいですから、本州のほうに仕事があるので行かないかと言って、年老い

た親がいるのに、そういうことをわかっていながら言うというのは、受給者の方は大変そ

ういう点では弱者なのです。だから、そういうことが私たちもこの間たくさん聞かれます

ので、やはり受給者に対する対応が私は厳しいのではないかなというふうに思います。生

活保護は、憲法で保障されている最小限の生活を営む権利なのです。ですから、基本的人

権を踏みにじるような指導といいますか、言葉は、私は避けるべきでないかと。子供が親

を見るのは当たり前だというようなことを言われたという例もあるのです。でも、子供さ

んには子供さんの事情があるし、いろんなことがあるのはあるのですけれども、したがっ

て市の担当者は申請者、受給者の全てのプライバシー、個人情報を知ることができるわけ

ですよね。また、知らなかったら、これは受給できないわけですから、わかる立場にある

だけで、私はやっぱり憲法に保障されている最低生活を営む権利を有する、特に市民が主

人公、住民が主人公の立場で、指導は必要なのですけれども、やっぱり人間味ある温かい

指導というか、そういう立場で指導をしていただきたいと。確かに申請者や受給者の中に

はいろんな市民の方がいらっしゃるというふうに思います。でも、その人たちと同じ立場

で議論したのではいけないのです、行政は。そこをわきまえて本当に人間味のある親切な

対応が私は必要でないかと。この間の受給者からのいろんな相談を受けまして特に感じま

したので、今回改めて質疑をさせていただいたわけですが、その辺について部長のご見解

をお伺いしたいというふうに思っております。

それから最後に、就学援助の関係で、申請者が増加しているということはやっぱり生活

が大変になっているのだと思うのです。ただ、砂川市の就学援助の基準は見直さないのだ

けれども、よくないことに国が生活保護基準を引き下げたということがあるのです。そう

すると、生活保護の１．３倍という、それは変わらなくても、結局受給する人は認定が厳

しくなるというのがあったのでないかなと。この間生活保護基準が引き下がったのがあり

ますから、その１．３倍の教育委員会の基準は変わらないのですけれども、そういうこと

が考えられるのでないかと思うのですが、その辺はあるのかないのかお伺いします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、生活保護の関係についてご答弁を申し上げたいと思

います。

まず、基本的な部分でございますけれども、生活保護制度、真に受給が必要な方には申

請をいただいて受給をしていただくと、この基本的な考えは全く変わっておりません。そ

れから、いろいろな言動があったというお話でございますけれども、これはそれまでのい

ろいろな経過だったり、あるいは前後の言動だったり、いろんな部分がもしかしたらあっ
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たのかもしれませんが、ただ基本的なものは今言ったとおりでございますし、少なくとも

これからも受給者、あるいは申請される方全てにおいて福祉の気持ちを持って接しさせて

いただきたいというふうに考えております。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 生活保護基準につきましては、平成２５年の８月１日から見直

されたと承知しております。平成２５年度の砂川市における基準につきましては、平成２

５年４月１日の当初の生活保護基準を用いて１年間適用させておりますので、生活保護の

見直しの影響はないところでございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 私も平成２５年度の一般会計決算について何点か総括質疑を

させていただきます。

まず、１点目は、この平成２５年度というのは砂川市が市町村合併論議が終わって自立

の方策が打ち出されてからちょうど１０年間が経過します。１０年前はとても厳しい財政

状況でしたが、そのころを振り返りながらこの平成２５年度決算の総括をしていただきた

いというふうに思います。

２点目には、地方交付税についてです。平成２５年度は、２４年度比で５，７１３万円

の減で、また震災復興特別交付税が１億５，０００万ほど減少しているわけですけれども、

平成２５年度の特色的な点と今後の地方交付税の動向についてお伺いをしたいと思います。

また、砂川市では毎年人口が２００人ずつ減少していますが、人口要件としての１人当

たりの交付税額は幾らぐらいになるのかをお伺いします。

３点目は、歳入歳出の差し引き残高についてを伺います。平成２５年度決算は、残高が

４億９，７８６万６，０００円の残となっていますけれども、また歳出における不用額は

２億２，０００万以上となっております。その要因についてをお伺いいたします。

最後に、４点目ですが、平成２５年度における砂川市民の総所得金額は１８８億５，８

００万ほどになっています。ちょうど１０年前の平成１４年度では、総所得金額が２２５

億を超える金額になっていたのですけれども、差し引き砂川市民の総所得金額は３７億ほ

ど減少が見られているわけです。ただ、納税義務者は、平成１４年度が７，２５６人、平

成２５年度が７，１６３人と１０年間を比較してもわずかに減少しているだけです。その

要因についてをお伺いをしたいと思います。

また、今後は超高齢社会を迎えるわけですが、平成２５年度における年金収入総額は幾

らぐらいになるのかをお伺いしたいと思います。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 大きく４点の質問があったかと存じます。

初めに、１点目であります。１０年前の厳しい財政状況も振り返りながら、平成２５年

度決算についての総括ということでありました。こちらについてご答弁を申し上げます。
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平成１６年の４市２町による合併協議会が解散し、財政が厳しい中で今後も自立のまちづ

くりを進めるため、平成１６年８月に自立の方策を作成してから１０年が経過したところ

でございます。１０年前の平成１６年度決算と平成２５年度決算について、主な歳入歳出

を比べますと、歳入では市税では５，７００万円の減、市債では７，２００万円の減であ

りますが、国、道支出金が３億７，３００万円の増、地方交付税については７億４，６０

０万円の増と大きく伸びているところでございます。

一方、歳出では、人件費が２億３，３００万円の減、扶助費では児童手当が１億３，８

００万円の増、知的障害者に対する給付費として８，８００万円の増、精神障害者に対す

る給付費として６，２００万円の増など、扶助費全体では３億１００万円の増と、こちら

も大きく伸びているところでございます。また、繰出金では、特に病院事業への繰出金が

６億３，８００万円の増となっているほか、平成２０年度からの後期高齢者医療制度の発

足による制度発足前の老人医療会計繰出金の１億６，４００万円が後期高齢者医療保険の

繰り出しとして３億３，２００万円となるなど、増加しているところであります。また一

方、下水道会計の繰出金は１億５，８００万円の減となるなど、繰出金全体では６億３，

７００万円の増となっているところであります。また、建設事業費は、補助、単独事業合

わせて１億９，４００万円の増となったところであります。最も違いが大きくあらわれる

のが公債費でありまして、公債費の償還が１０億１，６００万円の減と大きく減少してい

るところであります。

また、財政調整基金の残高につきましては、平成１６年度末では６億８，６００万円で

あった残高が平成１９年度末には４億５，０００万円まで減少し、非常に厳しい状況と思

われましたが、その後２度の行財政改革や公債費の減少、国による地方交付税の総額確保

などにより、平成２５年度末には１８億２００万円となっているところでもあります。さ

らに、一般会計の起債残高につきましても平成１６年度末の１８１億円が平成２５年度末

では１１８億円まで減少もしてきたところであります。平成１６年度以降におきましては、

平成１６年度と平成１９年度の行財政改革による経常経費の圧縮の取り組みや公債費の繰

上償還をする一方、大型公共事業でもあります駅東部開発や市立病院の建てかえ事業もこ

の間にあり、建設事業費が大きくなった時期もありますが、それら事業における資金確保

につきましてはできるだけ有利になるよう、国、道の補助制度や有利な起債の借り入れを

行うなどして財政への影響を最小限になるよう事業の実施に努めてきたところでもありま

す。三位一体の改革によって地方交付税が削減をされましたが、平成２１年度以降におき

ましては地方交付税の総額が確保されてきたことなどにより、当市におきましても地方交

付税と臨時財政対策債を合わせた額が当時４４億円程度だったものが、最近では病院会計

への繰り出し分が増加しているものの、５２億円を超える額まで伸びていることや税源移

譲により市税収入が一定程度確保されていることから、現在の安定的な財政運営を行えて

きているものと考えているところであります。平成２５年度の決算につきましては、平成
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２２年度以来３年ぶりに一般会計の建設事業費が１０億円を超え、１３億７，０００万円

の建設事業を実施することができ、また超高齢社会に対応する高齢者の見守り、支える仕

組みづくりや市民との協働の考え方のもと会館建設補助の見直しや街路灯や防犯灯のＬＥ

Ｄ化、コミュニティ活動支援事業補助の実施など、多くの事業を実施することができたも

のと考えているところであります。

続きまして、２点目になります。地方交付税につきまして平成２５年度の特色的な点と

今後の動向、また人口要件としての１人当たりの交付税額についてご答弁を申し上げます。

平成２５年度の地方交付税が減になった主な要因につきましては、特別交付税では震災復

興特別交付税として平成２４年度まで中・北空知広域連合でごみ処理施設建設に当たって

交付されていたものが終了したことによる減と、市立病院の事業に対し算定されたことに

よる増があり、また普通交付税では病院の建設事業に対する過疎債等の償還に係る交付税

算入額が増額されたことなどにより、増額となっているところであります。今後の見込み

につきましては、骨太の方針において地方への必要な一般財源を確保するともされており、

毎年度改正が行われ、多くの要素を加えながら地方交付税は算定をされておりますが、税

収の増も見込まれることから、総じて地方交付税は減少傾向となるものと考えているとこ

ろであります。また、人口１人当たり交付税額につきましては、それぞれの算定根拠が複

雑で、一概に人口１人当たりの額を算定することは児童生徒数や高齢者数なども算定根拠

となることから難しいものではありますが、その中で平成２５年度の基準財政需要額の個

別算定経費の中で国勢調査人口を測定単位とする経費を基準に１人当たりの金額を求める

と、おおよそ１８万円となっているところであります。

３点目になります。歳入歳出の差し引き残高についてご答弁を申し上げます。決算にお

ける歳入歳出差し引き残高が４億９，７８６万６，０００円となった要因は、最終予算額

と比べ歳入が多かったものとして特別交付税の１億７，６１３万円の増、市税の４，４５

６万６，０００円増などがあり、総額１億４，６７８万７，７０３円が予算より歳入が多

かったものであります。さらに、予算より少なく執行され、歳出が不用となった額の主な

ものにつきましては、生活保護費を初めとする民生費の扶助費で６，７０４万７，０００

円、保健衛生組合負担金の１，６０８万９，０００円、道路改良事業費で１，２３６万５，

０００円、地域公共交通会議が国庫補助を受けたことなどによる地域公共交通会議負担金

９０６万１，０００円、特別会計の繰出金で下水道会計８００万円、介護保険会計６５０

万円などがあり、また平成２４年度繰越明許費の執行残によるものが２，１５２万２，０

００円あり、歳出の不用額は総額で２億２，５２７万５，０００円となったところであり

ます。主な要因といたしまして大きなものは、扶助費では給付ができないことがないよう

推計して予算計上しているものであり、一部事務組合や特別会計は収支が確定後に精算す

ることなどが主な要因となっているところでもございます。なお、繰越明許費として平成

２５年度から平成２６年度事業に１億２，５８０万３，０００円を繰り越すものでもあり
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ます。

最後になります。過去１０年間におきまして納税義務者の減少がわずかなのに所得の減

少が大きい要因、また平成２５年度における年金の収入総額についてご答弁を申し上げま

す。総所得金額につきましては、ここ１０年間の推移を見ますと、平成１８年度にふえた

実績はありますが、毎年減少傾向にあり、所得区分別には年金所得を除き、給与所得を初

めほぼ減少傾向にあります。また、納税義務者の推移を見ますと、平成１８年度に老年者

非課税措置が廃止されたことから、一時大きくふえた時期もありますが、その後は減少傾

向となっております。平成２５年度と平成１４年度を比較いたしますと、総所得金額が大

きく減少し、納税義務者の減少がわずかとなっておりますが、要因といたしましては所得

においては年金所得が増加しているものの、１人当たり所得の大きい給与所得が大きく減

少していること、納税義務者においては給与所得などの納税義務者は減少しておりますが、

年金所得の納税義務者は老年者非課税措置の廃止により大きくふえた後も増加しているこ

とから、このような状況になっているものと分析しているところでもあります。次に、平

成２５年度の年金収入総額につきましては、非課税である遺族年金、障害年金等を除く課

税対象となる年金収入総額は約４１億円となっているところであります。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 それでは、いろいろとご答弁をいただいたのですけれども、本当に例の

市町村合併の大変厳しいときからちょうど１０年ということで、その辺のところをまずお

伺いをしていこうかなというふうに思ったわけです。最近私、市民の皆さんといろいろと

お話をしたり、会話をしていく中ですぐに出てくるのは、砂川市はお金なくて大変なので

しょうということなのです。これが本当に何かの話になっていったときに必ず出てくる言

葉というのがちょっと不思議でたまらないぐらいに出てくるのです。この話というのは、

要するに市町村合併のときに、先ほどの話ではないですけれども、基金が底をついて今後

大変な事態が起こって、これからは夕張のように財政赤字になって砂川市が破綻するので

はないかみたいな話があったときもあったわけです、確実に。１０年たって基金も、財政

調整の基金だと思うのですけれども、４億まで減ったものが今１８億になっていったとい

うようなお話があったわけですけれども、そういうふうに考えていったときにお金がない

というふうに今は言えるのかどうかということなのです。もちろんここまで基金を積まれ

てきたということは、大変な今までの１０年間の努力があって、もちろん職員を減らし、

人件費を減らし、あるいは市民サービスも削りながらやってきた、ある程度安定した平成

２５年度の決算を迎えることができたということだと思うのです。

ほかの数字で、よく今まで言われてきた数字の中で、この決算書の中の財政分析指標と

いうのがありますけれども、財政力指数というのはどうしてもそう大幅に変更は出てこな

いと思うのですけれども、特に今まで気にしていた公債費比率だとか起債制限比率という

のは大幅な改善をしてきていると思います。この大幅な改善は、それはもちろん数字的に
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はいいのですけれども、では市民生活にとってはどうなのだろう、緊縮をし過ぎてはいな

いのだろうかというのが私が思うところなのです。市民は、こういうことがあったら、こ

ういうサービスがあったらもっといいのではないかと思ったときに、そういえば砂川市っ

てお金がなかったのだなということが頭の中にもしかこびりついているとすると、それは

なかなか不幸なことかなというふうにも実は思うわけです。

というのは、少しまとめて、全部総務部長がお答えになっているので聞いていってもい

いかなというふうに思うのですけれども、先ほど言った歳入歳出の今年度の差し引き残高、

これが約５億円になるのです。つまり歳入に対して使うものとの差額が５億円もあるとい

うことになるのですけれども、これはこんなに残してどうするという感じでもあるのです。

本当だったら、この年にもう少しいろんなことができたのではないのかなと。それを我慢

したから、５億円も黒字になったと言っていいと思うのですけれども、ここのところとも

う一つ、不用額も２億円以上あるということなのですよね。本来使うべきものとして予算

計上したものが、最終的に決算になったら２億円以上の不用を生じていったということに

なるわけで、そもそもが本当にこれだけの差し引き残高というのがどうして出てきてしま

ったのかなというところはあります。当然これは２６年度に繰り越していって、また基金

に積んでいく財源になるのかなというふうにも私は思うわけです。

最近どうもまちが停滞化している、中心市街地を見ると余り人もあるいていないし、静

かにこの砂川のまちが今あるような気がするのです。確かに財政的には安定してきている

のだけれども、では市民生活って活気があるのだろうか。さっき年金収入の総額を聞きま

したけれども、お年寄りは４１億円も年間で砂川市内全体としてはあるわけです。これ遺

族年金や何かは除いているので、そこも全部含めていくと相当な金額をお年寄りは持って

いるのだけれども、このお年寄りがなかなか財布のひもを緩めてくれないというようなこ

ともあるのかなというふうにも思いますし、政策的なことでこういう砂川市内のお金の動

き方、あるいはお金のあるところはどこなのだろうとかということの政策的な考え方とい

うのがもうちょっと変化があってもそろそろいいのかなというふうに思うのです。私もい

ろいろ市民の要望を受けたときに、実は砂川市は財政が厳しくてと言うと大体納得しても

らえるから、非常に楽は楽なのですけれども、今の状況を考えてみると、私が計算した上

では自由にある程度使える基金というのは２０億を超え、今回の差し引き残高を加えてい

けばもっと積み上がってくるわけですし、もうちょっと活気のいい動き方というのをそろ

そろしてもいいのではないかなというふうに私は思うのです。

市長も来年の４月になれば２期目になっていくわけですから、１期目は何とか財政をし

っかりやりながらやっていこうというようなことはよくわかるのですけれども、いつも口

癖のように言っている市長の１期８年ということからいえば、きっと引き続き市長をやら

れるおつもりだろうというふうに思うので、財政的にも安定したこの時期に思い切った施

策なんかもそろそろ考える平成２５年度の決算になったのではないかなというふうに私は
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思うのです。余り明るい材料を言うと、違う質問になってきそうなので、そこはちょっと

控えますけれども、私は市役所の改築と言うと最近ちょっと誤解を受けるので、例えば地

域包括ケアセンターをまちなかに建てつつ、その中に一部市役所機能を持っていくとか、

いろいろ今後のことを考えたときに、今から準備をしていっていい材料というのはこのま

ちにはたくさんあると思うのです。ところが、どうもそういうことが表に上がってこずに、

何となくお金がないからしようがないよねという雰囲気が蔓延してしまっているような実

は気がしているものですから、その辺のところをこの平成２５年度の決算、あるいは１０

年前の決算というようなことを考えながら、市長は今後どういうふうに考えていらっしゃ

るのかお伺いをしたいなというふうに思っております。

もう一つ、砂川市の現状を見たときに、先ほどの土田議員の生活保護の関係ともある程

度関連をしてくるのですけれども、先ほど私が調べた総所得金額というのは、これは我々

に配られる事務報告書を見れば毎年毎年書いてあるわけなのですけれども、ある程度市民

が使えるお金というふうに言っていいと思うのですけれども、１８８億しかないというか、

ここの言い方非常に難しいですけれども、市役所の総予算は１１０億程度、そして市立病

院も同じぐらいの予算があって、これ合わせると２００億を超えるのです。ところが、砂

川市民の全部の総所得を合わせてもこの２つの事業より低いというような数字が出てきて

しまうわけです。しかも、１０年前は２２５億あったものが最近では１８０億まで少なく

なってきてしまっていると。この同じ資料の中でも市民の課税標準額の段階を見ていきま

すと、一番多いところは５万円から１００万円までの層がほぼ２５年の決算でいくと３，

０００人ぐらいいらっしゃって、先ほども言ったように納税義務者が７，０００人ですか

ら半分まではいかないですけれども、やっぱり厳しい生活の中で皆さんが生活していると

いうことが明らかになってくるわけなのですけれども、そんなようなことを含めて考えて

いったときにこれまでとはもう少し違った政策というか、ということを展開していかない

となかなか砂川市に活気が戻ってこないのではないかというふうに今私は考えています。

そんなような意味を含めて、２回目の質疑を終わらせていただきたいと思うのですけれど

も。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 初めに、今回の１回目の答弁でもご答弁申し上げましたけれど

も、差し引き残高の多かった理由についてもお話しいたしました。今回このような形にな

りますけれども、基金につきましては２４年と２５年を比較いたしますと、一時的には若

干落ちましたけれども、こちらにつきましては今回の定例会における補正後になりますと

１９億台になりますので、総体でいきますと積立金と言われる、どちらかといいますと自

由に使える基金につきましては２２億を超える分にもなっているところでございます。今

回このような形の中で差し引き残高が多かったのは、１回目のご答弁で申し上げましたと

おり特別交付税の交付額が予算よりもかなり多くなったのが１つ歳入としては大きなもの
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になっているところでございます。これらにつきましては、できるだけ近くにということ

で見込んでおりますけれども、特別交付税の３月分につきましては積算基礎等も示されて

いない部分もございますので、なかなかいつもこのようなことになることもあろうかと思

います。例年であれば、例えば特別交付税の決定時期が早くて、あるいは除雪の経費の補

正予算等がある場合につきましては３月議会の会期内ということで、それらについても修

正は図れているのですけれども、最近特別交付税の交付時期も遅く、それらの判明する時

期が遅いものですので、ここ数年はこのような形の中で、どちらかといいますと特別交付

税の分としての見積もりの違いが出てきているところであります。

一括ということで、まちの活気等のご質問もありましたけれども、私のほうからこの点

につきましてこのような形で答弁とさせていただきます。

〇議長 東 英男君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 市長にということでございますから、決算ですから、ど

うも聞いていると一般質問のような感じもしないわけでないのですけれども、傍聴の方も

おられますし、余り言ってはいけないのでしょうけれども、合併協議のころからの話も含

めながら思いの一端でも。

いわゆる三位一体、平成１６年から１８年のときに砂川市で約５億ほどの交付税が落ち

たと。砂川以外にも全国的に、総務省は地方は裕福だということで交付税を思い切って落

としてきたと。それで、夕張なり産炭地が大変な目に遭って、砂川市も大変な目には遭っ

たけれども、基金があるおかげで普通の事業をやるのには、行革はしましたけれども、事

業費を落としたわけではないと。かえって事業費の推移を見れば、一番厳しいときに駅東

部の交流センターなり市立病院、これを砂川市はやったと。要するにやるだけの基礎は、

基金残高は少なかったけれども、持っていた。だから、財政運営上はしっかりやっていた

からできたと。それは目立たないけれども、砂川市の伝統であり、だから小黒議員はよく

砂川は金がないからと言うけれども、私の出会う人たちは、よく守りながらこれだけやっ

てきたなと。だから、砂川市は公共事業費見ると、本当に他市よりは、他市はゼロにした

ところもありますけれども、それやるとそこに働いている人の給与が落ちていく、余計疲

弊する、雇用が減る、人口が減る、それを最大限下げるのだということで公共事業費は絶

対確保するのだと。それで、働いている人たちが給料を得て、それが市内に回るようにし

ないと余計疲弊していくと。

だから、一見格好よさそうにまちの中にとやるけれども、この近隣で再開発やって成功

したまちはなく、やって残ったのは借金だけというのが、現実には総務省いわく九十何％

はみんな失敗していると。その現状を踏まえると、なかなか小黒さんの言うようにまちの

中にどんととやると格好いいのですけれども、市の土地であればいいけれども、民間のと

ころへ出すのは難しいのではないでしょうかというのは長年行政が苦しんでいるところで、

慈恵会が南のほうに建ててくれて、まちの南の顔が一変して随分見ばえよくなったなと。
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砂川のまちもまちの真ん中にあればという小黒さんの気持ちもわからないわけではないの

ですけれども、いろんな地権者入っているとなかなか難しい面もあると。隣のまちも大分

それで大変な目に遭っているというのもございますけれども、堅実にちゃんとしっかりと

やっていくというのがうちの伝統であり、私がけちけちなことをやったわけでもないし、

各町内会の補助金も復活させながら地域コミュニティ復活させようと、ＬＥＤも全部、こ

の際金かかってもいいから、将来十二、三年で元取れるからまちの中全部ＬＥＤにかえて

しまおうというのもやってきましたし、本当に市民にかかわるところはある程度重点的に

やってきたつもりですけれども、高齢者の見守りも何とか、全国初でいいと、要するに情

報開示してでも、条例つくって個人４情報を出してでも、何とか砂川は見守りなり在宅医

療の先進市にしようと、北海道の、という思いですから、やっぱり条例をやる、いわゆる

４情報を開示するのだというのが、効果はどうか別にしてもインパクト的には市長の決意

を示したつもりでございますし、まだいろいろやりたいことはここでしゃべるわけには、

決算ですから。傍聴の方は何か市長しゃべってくれるのかなと思っているのでしょうけれ

ども、決算ですから、今まで使ったお金までの話しか市長はしゃべれないという議会のル

ールになっているものですから、私が今までやってきた一部しか話せないというのは非常

に残念なのですけれども。

起債制限比率の話、借金の話さっき総務部長していましたけれども、あれはうちまだ多

いのです。他市は、もっと借金は少ないのです。借金もできなかったというのはあります

けれども、うちはやっぱりやり過ぎてしまったものだから、これだけ一生懸命返してもま

だ率的には高いと。だから、これはもう少し自然に今までのルールで落としていけば、ま

だ少し余裕出るかなと。ただ、総務省いわく、基金はある程度ためておきなさいと。これ

総務省が言っていますから。というのは財政規律を２０２５年に、国際公約ですから、収

支を合わせるのだと。２０１５年で半減で、２０２５年でそれを目指してくると、また同

じことを総務省はやってくるはずです。落とせるのは、もう交付税しかないのです。社会

保障費を落とすのは限度しかない、国債の償還金、これはもう落とすことできないですか

ら、次に大きい公共事業費は黒字で落とせないところにきているので、落とせるのはもう

交付税しか国の予算ではありませんから、交付税が落ちる時期は近いうちに来ます。どこ

かわかりません。だから、総務省いわく、基金はある程度とっておきなさいと。だから、

それは無理していっぱいためてまちの中疲弊して、基金だけためて喜ぼうなんていう気は

市長は持ってございません。ある程度、最低限これなら公共事業を確保してやれるなとい

うところをめどにしながら、あとは全部事業費に回していきたいという考えでいますから、

３年間それでやってきましたけれども、今後のことはまたいろいろ議会の中で小黒議員と

お話しできればなというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。
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〇小黒 弘議員 決算の総括ということはよくわかっていまして、そこからなるべくずれ

ないようにと質問はしているつもりなのですけれども、今回一番聞きたいことは、なぜ市

町村合併のころと比較をしたかというと、その当時というのは地方交付税はこれからどん

どん減らされていくのだと、基金もこれだけしかない、大変なことになるのだということ

が言われていたのですけれども、ところがさっきも話で出てくるのは決して地方交付税は

その当時の予想どおりでは全然なく、うれしいことにもっともっとふえてきているわけで

す。これがやっぱり事実としてあるわけです、結果的にいえば。今現在うちの財政ってど

うなのさというところなのですけれども、この平成２５年度をもって、決して１０年前の

ような大変で、これから砂川市どうなるかわからないということではないだろうというふ

うに私は思うものですから、そこら辺のところを市長がどんなふうに今現在を考えていら

っしゃるのか、そこをまずお伺いしたかったことなのです。

そうなっていくときに、それぞれ先ほども言いましたように砂川市民の方というのは本

当に今砂川市はお金ないと思っていますから。私が接する人ですね。それで、これ要望し

たってやっぱりお金ないのでしょうと。例えば幼稚園の就園の関係にしたってそうです。

この前の北光小学校の先生雇おうという話もそうなのですけれども、ある時期になるとす

ぐ親の方々や市民の方々がやっぱり砂川ってお金ないのだよねと。そのたびに、いや、そ

んなことないですよと僕は言うのです。基金だって２０億あるし、砂川市の予算だってち

ゃんと繰り越しをしながらやっていけるので、きちっとした要望は要望として、お金ない

ではなくて、ちゃんと話したほうがいいですよというふうに私は言うのですけれども、そ

の辺のところを市長もどのように考えているのかということを、つまり今平成２５年度の

この決算をもってして砂川って本当にお金がないのですかと私が聞いたときに、市長はど

ういうふうにお答えになるのかなというのを最後に質問として質疑をしたいと思います。

〇議長 東 英男君 市長。

〇市長 善岡雅文君 その判断は非常に難しいです。といいますのは、いわゆる産炭地も

かなり当時ひどいことになったけれども、今基金ためるような時代になっていますから、

かなり産炭地のほうは多目に交付税の配分が行っているのでしょう。あれだけひどかった

のに借金は全部返したとかという決算になってくると、大分国のほうはやっぱりやり過ぎ

たと。やり過ぎたというより三位一体で地方が疲弊し過ぎて地方が反乱を起こしたために

政府が慌てて、当時は麻生さんですか、麻生さんの時代から交付税を戻し始めたと。そし

て、今本当にピーク時に戻ったかといったら、戻っていないのです、まだ。もうちょっと

足りないのですけれども、今度リーマンショック分の加算分を落とすと言うので、いわゆ

る一般財源総額で守りますと言うから、全部守ってくれるのだなと思ったら、そうではな

いのですね。一般財源総額は借金か何かでやるから、後で返せよみたいなもので、補填し

てくれて今の総額が守られているので、これを財政の知らない首長が喜んでふえたといっ

て事業やってバンザイすると、また同じことを繰り返すということで、後でその償還が必
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ず来るのだというのを私わかっているものですから、イメージしながら、それを見据えつ

つやるものですから、これが多いか少ないかというのは難しいところなのです。私は、決

して少ないとは思っていないです。でも、多いとも思えないと。国がどう出てくるかわか

らないから、国が落としたときでもうちは支えてサービスを落とさないでやっていくのだ

と。その最低限の目安を、最悪の事態を想定したところを目安にしているものですから、

恐らく私のいる間は大丈夫という自信は必ず持っていますけれども、それを見ながらいろ

んなサービス、これから少子化なり、高齢化はある程度筋道立てましたので、少子化なり

定住化に力を入れていくようなことを砂川市に限らずやっていくことになろうかと思うの

ですけれども、それをトータルやるだけの財源は持っていないとできないので、それはあ

る程度私は十分とは言えなくても確保されていると。最悪の事態、落とされても持ちこた

えれるだけのものは、だから単年度で見てはいけないと。やっぱり少なくても国の動きを

見ながら、２０１５年の収支バランスを合わすのだったら、恐らくそのときには交付税に

手をつけてくると見るのが二、三年前までは妥当だったのですけれども、ちょっと選挙絡

みでどうなるかわからないけれども、いい情報でないことだけは確かに間違いないです。

国債関係からいうと、国債の信用性を落とさないためには財政規律で消費税上げるか、歳

出を落とすか、どっちかの選択しますので、それはもう読めないのです。それをやられた

ときにばたっとならないようにしようしているのが私の考えで、それを見込みながら事業

もやっていく、だから公共事業費が、ほかがことしはやっていますけれども、去年までゼ

ロというところもありますけれども、うちは一定の額だけは確保して雇用を守ってまちを

これ以上疲弊させないようにしようと。

ですから、必要なものはやるし、さっき幼稚園就園ありましたけれども、私の考え方と

いうのは整合性がとれるものについてはやるけれども、そこだけ違うルールの中でそれや

るとそのルールがほかにも波及すると。それは市民からいったら理解されない分野だから、

幼稚園就園補助も国の基準の東京の高い金額に合わせて低い砂川に持ってきては合わない

から、砂川の収入基準でやりましょうと言っただけで、理論的には私の言っているほうの

考えのほうが正しいわけで、本当にそれで幼稚園が厳しいのなら、ちょっと深入りし過ぎ

ですね、それは幼稚園の違うほうの補助で対応すべきというふうに私の頭の中では整理が

ついているものですから。それを市民の方に理解してもらおうとしているだけで、一つ一

つ言ってやるとややこしくなるから、小黒さんも余り例示しないほうがよろしいのではな

いでしょうかということなのですけれども、そういう形でしっかり見据えているから、善

岡市長いる間は事業も確保してくれるし、安心だねと私は言われているのですけれども、

１０年前の話は余り市民の方はそんなに覚えていられなくて、記憶していても大分よくな

ってやってくれているのですねというふうに、私は人一倍にあちこち行きますけれども、

小黒さんに言われるような話を聞いたことは正直言って一回もないわけでございまして、

今聞いてびっくりしていますけれども、そういう観点で２５年の決算までは私はやってき
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まして、また今後は請うご期待ということで。

〇議長 東 英男君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１１号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１２号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１２号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１３号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１３号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１４号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１４号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１５号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１５号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１６号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１６号の総括質疑を終わります。

以上で各議案に対する総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております６議案は、１１人をもって構成する決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して閉会中継続審査を行うこととしたいと思います。このことにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、砂川市議会委員会

条例第８条の規定に基づき、議長が指名いたします。

決算審査特別委員会委員に飯澤明彦議員、一ノ瀬弘昭議員、小黒弘議員、北谷文夫議員、

沢田広志議員、多比良和伸議員、辻勲議員、土田政己議員、増井浩一議員、増山裕司議員、



－145－

水島美喜子議員、以上のとおり指名します。

◎日程第７ 報告第１号 平成２５年度砂川市健全化判断比率の報告について

〇議長 東 英男君 日程第７、報告第１号 平成２５年度砂川市健全化判断比率の報告

についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 報告第１号 平成２５年度砂川市健全化判断比率の

報告についてご説明を申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、平成２５年度

決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率並びにそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、別紙のとおり審査意見

書が提出されましたので、健全化判断比率について報告をするものであります。

平成２５年度の各健全化判断比率は、①、実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の

標準財政規模に対する比率でありますが、黒字となっておりますので、比率はなしであり、

前年度と同様となっております。②、連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字、

資金不足額の標準財政規模に対する比率でありますが、黒字となっておりますので、比率

はなしであり、前年度と同様となっております。③、実質公債費比率は、一般会計等が負

担する元利償還金、準元利償還金の標準財政規模に対する比率でありますが、１５．５％

となっております。前年度は１６．８％でありましたので、１．３％の低下となったとこ

ろであります。④、将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財

政規模に対する比率でありますが、５５．２％となっております。前年度は５４．１％で

ありましたので、１．１％の上昇となったところであります。各健全化判断比率につきま

しては、表の右欄に記載の早期健全化基準を下回っているものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第１号の報告を終わります。

◎日程第８ 報告第２号 平成２５年度砂川市下水道事業の資金不足比率の報告

について

報告第３号 平成２５年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告に
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ついて

〇議長 東 英男君 日程第８、報告第２号 平成２５年度砂川市下水道事業の資金不足

比率の報告について、報告第３号 平成２５年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告に

ついての２件を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 報告第２号 平成２５年度砂川市下水道事業の資金

不足比率についてご報告いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、平成２５年

度砂川市下水道事業の資金不足比率を監査委員の意見を付して報告するものであります。

内容につきましては、平成２５年度砂川市下水道事業特別会計決算において歳入総額９

億５，１７３万５，０００円に対し、歳出総額９億５，１４２万９，０００円で３０万６，

０００円の剰余額となり、資金不足額が生じないことから、資金不足比率は発生しないも

のであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 報告第３号 平成２５年度砂川市病院事業の資

金不足比率の報告についてご説明を申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、平成２５年

度砂川市病院事業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、別紙のとおり審査意見書が提出されましたので、資金不足比率について

報告するものであります。

平成２５年度病院事業会計の決算では、流動資産４３億３，４７１万８，０００円、流

動負債６億８，４２８万６，０００円となり、資金不足額が生じないことから、資金不足

比率は発生しないものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で提案説明を終わります。

これより報告第２号及び第３号の一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第２号及び第３号の報告を終わります。

◎日程第９ 報告第４号 監査報告

報告第５号 例月出納検査報告
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〇議長 東 英男君 日程第９、報告第４号 監査報告、報告第５号 例月出納検査報告

の２件を一括議題とします。

監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で監査報告及び例月出納検査報告を終わります。

◎日程第１０ 意見案第１号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を

求める意見書について

意見案第２号 平成２７年度予算（介護・子ども）の充実・強化

を求める意見書について

意見案第３号 集団的自衛権の行使に関し、国会論議や国民合意

に基づき慎重に審議することを求める意見書につ

いて

意見案第４号 「手話言語法」の制定を求める意見書について

〇議長 東 英男君 日程第１０、意見案第１号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助

成の拡充を求める意見書について、意見案第２号 平成２７年度予算（介護・子ども）の

充実・強化を求める意見書について、意見案第３号 集団的自衛権の行使に関し、国会論

議や国民合意に基づき慎重に審議することを求める意見書について、意見案第４号 「手

話言語法」の制定を求める意見書についての４件を一括議題とします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、説明を省略します。

これより意見案第１号から第４号までの一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。
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これより、意見案第１号から第４号までを一括採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 東 英男君 これで日程の全てを終了いたしました。

平成２６年第３回砂川市議会定例会を閉会します。

皆様の協力を得まして、第３回の定例市議会を日程どおり終わることができました。あ

りがとうございます。

閉会 午後 ３時１７分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
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